
    分任支出負担行為担当官

    陸上自衛隊北海道補給処

    調達会計部長　早　瀬　英　俊

　　一般競争入札について下記のとおり実施するので、陸上自衛隊が示す「入札及び契約

　心得（令和５年９月１１日）」等関係事項を承諾のうえ参加されたい。

記

１  競争入札に付する事項

 (1)  品名等

 (2)  納　期　令和６年１１月２９日

 (3)  納　地　陸上自衛隊標津分屯地

２　競争に参加する者に必要な資格に関する事項

 (1)  予算決算及び会計令第７０条の規定に該当しない者であること。

　　　なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を

　　得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。

 (2)  予算決算及び会計令第７１条の規定に該当しない者であること。

 (3)  令和５年度有効の全省庁統一競争参加資格「物品の販売」「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」

 　 又は「Ｄ」の格付を保有し、北海道地域に競争参加資格を有する者であること。

 (4)  契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。

 (5)  別紙「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等」に該当しない者であること。

３　契約条項等を示す場所

    契約条項及び「入札及び契約心得」については、北海道補給処調達会計部に掲示する

　ほか、北海道補給処ホームページにも掲載する。

４　競争入札執行の日時及び場所

 (1)  日　時　令和６年３月２２日（金）１０時３０分

 (2)  場　所　陸上自衛隊北海道補給処調達会計部入札室

５　落札決定方法

 (1)  総額により決定する。

 (2)  予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とす

  　る。なお、同額の場合は抽選とする。

無停電電源装置　ＧＧＭ－
３６

仕様書及び調達要領指定書
のとおり

ST 1

令和６年３月１１日

公　　　告

品　　名 規　　格 単　位 数　量



６　保証金に関する事項

 (1)  入札保証金は免除する。

　 　 ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従った契約の締結手続きをしない場合に

 　 は、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の１００分の５に相当する

    金額を違約金として徴収する。

 (2)  契約保証金は免除する。

  　　ただし、契約者が「入札及び契約心得」に従った契約を履行しない場合は、契約金

 　 額の１００分の１０を違約金として徴収する。

７　入札の無効

 (1)  第２項に示した競争に参加するために必要な資格のない者がした入札

 (2)  入札に関する条件に違反した入札

 (3)  入札金額、入札者及び担当者氏名、連絡先の記載がない入札書

 (4)  入札開始時刻に遅れたもの、又は郵便入札において本公告に示す期限を過ぎて到着

    した入札書

 (5)  電話、電報及びＦＡＸによる入札

 (6)  暴力団排除に関する誓約を実施していない者の入札及び誓約に虚偽があった場合又

　　は誓約に反する事態が生じた場合

８　契約書の作成　

    落札決定後、関係法令等に基づき契約書を作成し、物品売買契約条項、談合等の不正

  行為に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項を付する。

９　その他
 (1)  入札書の記載要領等

　　　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に

　  基づく消費税に相当する金額（当該金額に１円未満の端数がある場合は、その端数を

　　切り捨てるものとする。）を加算した金額をもって契約価格とするので、入札者は、

　　消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額

    から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を

　　記載する。

　　　なお、落札決定は、消費税抜きの金額で発表する。

 (2)  郵便入札

    ア  郵便による入札参加を推奨（インフルエンザ等の感染防止のため）

    イ  郵便入札の要領等

  　 (ｱ)  送付先

       　 〒０６１－１３９３  恵庭市西島松３０８　

　　　　　陸上自衛隊北海道補給処調達会計部契約課

     (ｲ)  送付期限

　　　　　令和６年３月２１日（木）１７時００分（必着）



  　 (ｳ)  送付要領

   　 　ａ　入札書は、「無停電電源装置　ＧＧＭ－３６」と朱書された小封筒の中に入

　　　　　れて封印をする。

  　  　ｂ　上記ａの入札書が入った小封筒と資格決定通知書（写）を郵送用封筒に入れ

        　て配達が証明できる郵便又はメール便にて送付する。

  　 (ｴ)  到着の確認

      　　郵送入札を行う者は、発送した後契約課担当者に到着の確認を行うものとする。

 (3)  再度入札

    ア  郵便による入札者がいない場合、直ちに実施する。

    イ  郵便による入札者がいる場合

　   (ｱ)  再度入札の実施日時

　　　　　令和６年３月２７日（水）１４時００分

　   (ｲ)  郵便入札の要領

　　　　ａ　送付期限

　　　　　　令和６年３月２６日（火）１７時００分（必着）

　　　　ｂ　その他の要領

　　　　　　初度の入札と同様

 (4)  資格決定通知書に関し、本年度初めて当補給処の入札に参加する者又は記載内容に

  　変更のあった者は、当該「写」を入札開始までに提出する。(ＦＡＸ可)

 (5)  代表者以外の入札者は、委任状を入札開始までに提出すること。

 (6)  入札に関する問合わせ先

    　物品及び仕様等に関する事項

　 　 陸上自衛隊北海道補給処調達会計部契約課（担当：成田）

      電話　０１２３－３６－８６１１（内線５２５７）　 

 (7)  公告掲示場所

　　ア　掲示板

　   (ｱ)  島松駐屯地

　   (ｲ)  恵庭、千歳、札幌各商工会議所

　　イ　北海道補給処ホームページ

　　　　http//www.mod.go.jp/gsdf/nae/nadep/dep.html

 (8)  公告掲示期間

　　　令和６年３月１１日～令和６年３月２２日



別紙

　いる期間中の者でないこと。

　行おうとする者でないこと。

　に該当する場合をいう。

　⑴　資本関係がある場合

　　続中の会社である場合を除く。

　　　いう。以下同じ。）と子会社の関係にある場合

　⑵　人的関係がある場合

　　生手続存続中の会社である場合は除く。

　　　て同じ。）が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合

　　　法第６４条第２項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合

　　れる場合

理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号におい

イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第６７条第１項又は民事再生

⑶ ⑴及び⑵に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一

方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の設置の効果を事実上減殺す

るなど⑴又は⑵に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認めら

ア 一方の会社の役員（常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、

やむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。

４ 第２号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれか

次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社（会社法

（平成１７年法律第８６号）第２条第３号及び会社法施行規則（平成１８年法務省

令第１２号）第３条の規定による子会社をいう。以下同じ。）又は、イについて

子会社の一方が会社更生法、（昭和２７年法律第１７２号）第２条第７項に規定

する更生会社（以下「更生会社」という。）又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）第２条第４号に規定する再生手続（以下「再生手続」という。）が存

ア 親会社（会社法第２条４号及び会社法施行規則第３条の規定による親会社を

　　イ　親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合

次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更生会社又は再

３ 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真に

装備品等及び役務の調達に係る指名停止等

１ 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装

備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けて

２ 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であっ

て、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を
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調達要求番号：３ＭＣＳ２ＡＯ５０００ 

陸 上 自 衛 隊 仕 様 書 
物品番号  仕 様 書 番 号 

監視電源装置（ ） 

ＧＧＭ－１５８ 

ＧＳ－Ｃ５３６６６６ 

防衛大臣承認     年  月  日 

作    成 令和 ５年１２月 ８日 

変    更     年  月  日 

作成部隊等名 補給統制本部 通信電子部 

1 総則 

1.1 適用範囲 

 この仕様書は，陸上自衛隊の通信所などにおいて，使用する監視電源装置（ ）ＧＧＭ－１５８

（以下，“当該装置”という。）について規定する。 

1.2 用語及び定義 

 この仕様書で用いる用語及び定義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｃ０００００１による。 

1.3 種類 

 種類は，表1による。 

表1－種類 

種類 品名 

１ 監視電源装置（稚内用） ＧＧＭ－１５８ 

２ 監視電源装置（宗谷通信用） ＧＧＭ－１５８ 

３ 監視電源装置（宗谷監視用） ＧＧＭ－１５８ 

４ 監視電源装置（宗谷電磁波用） ＧＧＭ－１５８ 

５ 監視電源装置（標津分室用） ＧＧＭ－１５８ 

６ 監視電源装置（羅臼用） ＧＧＭ－１５８ 

７ 監視電源装置（川北用） ＧＧＭ－１５８ 

８ 監視電源装置（標津用） ＧＧＭ－１５８ 

1.4 製品の呼び方  

製品の呼び方は，表1の品名による。 

  例 監視電源装置（稚内用） ＧＧＭ－１５８ 

1.5 引用文書 

 この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成

すものであり，特に版を指定するもの（引用文書の前に※印をもって示す。）のほかは，入札書又は

見積書の提出時における最新版とする。 

a)  規格 

  ＪＩＳ Ｋ ２２０４      軽油 

ＮＤＳ Ｃ ０００２            地上用電子機器通則 

  ＮＤＳ Ｃ ４２０６      交流エンジン発電機通則 

  ＮＤＳ Ｚ ８２０１            標準色 

b)  仕様書 

  ＤＳＰ Ｚ ９００８      品質管理等共通仕様書 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｃ０００００１ 陸上自衛隊電子機器共通仕様書 
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ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１ 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書 

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００９ 陸上自衛隊ＩＴ利用装備品等サプライチェーン・リスク対応共 

通仕様書 

※ＧＳ－Ｃ５３６５８０     無停電電源装置ＧＧＭ－３４－Ｂ 

c) 法令等 

  秘密保全に関する訓令(平成１９年４月２７日 防衛省訓令第３６号） 

情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置について（通達）

［防装庁（事）第３号（３１．１．９）］ 

情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応のための措置の細部事項につい

て（通知）［装プ武第１８８号（３１．１．９）］ 

1.6 附属書 

附属書Ａ 発動発電機ＧＧＮ－２０３ 

附属書Ｂ 発動発電機ＧＧＮ－１５５ 

附属書Ｃ 発動発電機ＧＧＮ－１０２ 

附属書Ｄ 発動発電機ＧＧＮ－１４ 

附属書Ｅ 発動発電機ＧＧＮ－５３ 

附属書Ｆ 発動発電機ＧＧＮ－１５６ 

附属書Ｇ 発動発電機ＧＧＮ－２０４ 

附属書Ｈ 無停電電源部ＧＧＭ－１１０ 

附属書Ｉ 無停電電源部ＧＧＭ－５５ 

附属書Ｊ 無停電電源部ＧＧＭ－１９ 

附属書Ｋ 無停電電源部ＧＧＭ－１２ 

附属書Ｌ 無停電電源部ＧＧＭ－３５ 

附属書Ｍ 無停電電源部ＧＧＭ－３６ 

附属書Ｎ 無停電電源部ＧＧＭ－１３ 

附属書Ｏ 無停電電源部ＧＧＭ－１４ 

附属書Ｐ 監視制御部ＧＣ－１２６ 

附属書Ｑ 監視制御部ＧＣ－１２７ 

附属書Ｒ 監視制御部ＧＣ－１２８ 

附属書Ｓ 監視制御部ＧＣ－１２９ 

 

2 製品に関する要求 

2.1 一般的要求事項 

当該装置のサプライチェーンにおいて不正プログラムの埋め込み，情報の窃取，不正機能の組み込

みなどが行われるリスクへの対策については，“情報システムに関する調達に係るサプライチェー

ン・リスク対応のための措置について（通達）”及び“情報システムに関する調達に係るサプライチ

ェーン・リスク対応のための措置の細部事項について（通知）”による。 

2.2  設計条件 

当該装置は，ＮＤＳ Ｃ ０００２の 2.1（ただし，2.1.17の状態Ｂ及び状態Ｃは，除く。）による

ほか，次による。 

a) 温度 －１０ ℃～４０ ℃（発動発電機だけ適用） 

     ０ ℃～４０ ℃（無停電電源部だけ適用） 
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     １０ ℃～３０ ℃（監視制御部だけ適用） 

b) 湿度 ３０ ％～９０ ％（発動発電機及び無停電電源部だけ適用） 

     ３０ ％～８０ ％（監視制御部だけ適用） 

c) 高度 ０ ｍ～５００ ｍ 

d) 既設の無停電電源装置と連接する場合は，連接内容などを調達要領指定書によって指定する。 

2.3 主要諸元 

主要諸元は，次による。 

a) 発動発電機 発動発電機の主要諸元は，附属書Ａ～Ｇによる。 

b) 無停電電源部 無停電電源部の主要諸元は，附属書Ｈ～Ｏによる。 

2.4 構成 

 構成は，表2～表9による。 

表2－構成［監視電源装置（稚内用） ＧＧＭ－１５８］ 

番号 品名 数量ａ） 摘要 

１ 発動発電機ＧＧＮ－２０３ １ 附属書Ａ 

２ 無停電電源部ＧＧＭ－１１０ １ 附属書Ｈ 

３ 監視制御部ＧＣ－１２６ １ 附属書Ｐ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

表3－構成［監視電源装置（宗谷通信用） ＧＧＭ－１５８］ 

番号 品名 数量ａ） 摘要 

１ 発動発電機ＧＧＮ－１５５ １ 附属書Ｂ 

２ 無停電電源部ＧＧＭ－５５ １ 附属書Ｉ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

表4－構成［監視電源装置（宗谷監視用） ＧＧＭ－１５８］ 

品名 数量ａ） 摘要 

発動発電機ＧＧＮ－１５５ １ 附属書Ｂ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

表5－構成［監視電源装置（宗谷電磁波用） ＧＧＭ－１５８］ 

番号 品名 数量ａ） 摘要 

１ 発動発電機ＧＧＮ－１０２ １ 附属書Ｃ 

２ 無停電電源部ＧＧＭ－１９ ２ 附属書Ｊ 

３ 監視制御部ＧＣ－１２７ １ 附属書Ｑ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

表6－構成［監視電源装置（標津分室用） ＧＧＭ－１５８］ 

番号 品名 数量ａ） 摘要 

１ 発動発電機ＧＧＮ－１４ １ 附属書Ｄ 

２ 無停電電源部ＧＧＭ－１２ １ 附属書Ｋ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

表7－構成［監視電源装置（羅臼用） ＧＧＭ－１５８］ 

番号 品名 数量ａ） 摘要 

１ 発動発電機ＧＧＮ－５３ １ 附属書Ｅ 

２ 無停電電源部ＧＧＭ－１２ １ 附属書Ｋ 
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表7－構成［監視電源装置（羅臼用） ＧＧＭ－１５８］（続き） 

番号 品名 数量ａ） 摘要 

３ 無停電電源部ＧＧＭ－３５ １ 附属書Ｌ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

表8－構成［監視電源装置（川北用） ＧＧＭ－１５８］ 

番号 品名 数量ａ） 摘要 

１ 発動発電機ＧＧＮ－１５６ １ 附属書Ｆ 

２ 監視制御部ＧＣ－１２８ １ 附属書Ｒ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

表9－構成［監視電源装置（標津用） ＧＧＭ－１５８］ 

番号 品名 数量ａ） 摘要 

１ 発動発電機ＧＧＮ－２０４ １ 附属書Ｇ 

２ 無停電電源部ＧＧＭ－３６ １ 附属書Ｍ 

３ 無停電電源部ＧＧＭ－１３ ２ 附属書Ｎ 

４ 無停電電源部ＧＧＭ－１４ １ 附属書Ｏ 

５ 監視制御部ＧＣ－１２９ １ 附属書Ｓ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

2.5 部品・材料・加工方法 

部品，材料及び加工方法は，次による。 

a) 部品，材料及び加工方法は，ＮＤＳ Ｃ ４２０６の箇条6による。 

b) 配線材料の色別は，表10の色別を配線に施す。ただし，制御回路を除く。 

なお，制御盤にある外部接続用端子台の端末表示だけでもよい。 

表10－配線材料の色別 

番号 回路別 色別 

１ 直流正極側 赤 

２ 直流負極側 青 

３ 交流第１相 赤 

４ 交流第２相 白 

５ 交流第３相 青 

６ 交流中性相 黒 

2.6 構造・形状・寸法・質量 

2.6.1 構造・形状 

 構造及び形状は，次によるほか，細部は，承認図面による。 

a) 発動発電機 発動発電機は，次による。 

1) 発動発電機本体 発動発電機本体は，次による。 

1.1) 発動発電機本体は，防振ゴムを介して共通架台上にエンジン及び発電機を搭載する。 

1.2) エンジン及び発電機の結合方式は，胴体直結形とする。 

1.3) 共通架台上には，1.1)のほか，エンジン計器盤，エンジン端子箱，バッテリスイッチなど 

   を搭載する。 

1.4) 監視制御部に対し，潤滑油の温度，圧力，冷却水などの温度の計測信号を送出するためのセ 
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   ンサーを取り付けた構造とする。 

1.5) 発電機軸端に回転速度検出器を取り付ける。 

1.6) エンジン計器盤は，表11に示す計器などを，通常，盤面に装備する。 

表11－エンジン計器盤の表示内容 

番号 構成品名 数量 摘要 

１ 回転計 １ － 

２ 油温計 １ － 

３ 水温計 １ － 

４ 油圧計 １ － 

５ 始動スイッチ １ － 

６ 停止スイッチ １ － 

７ バッテリスイッチ 
１ 

エンジン計器盤の近傍に

取り付けてもよい。 

1.7) 共通架台は，鋼材溶接によって，エンジン及び発電機を支えるのに十分な強度をもち，基礎 

ボルトによってコンクリート製基礎上に据付けが可能な構造とする。 

2) 制御盤 制御盤は，次による。 

2.1) 垂直自立形とし，前面は，開き扉とする。ただし，制御盤を，発動発電機架台上に取り付 

けが可能な場合は，除く。 

なお，保守整備が容易な構造とする。 

2.2) 盤表面には，この機器の操作に必要な電気計測器類，スイッチ類，警報装置などを配列 

し，内部には，運転制御に必要な機器及び開閉器類などを内蔵する。 

2.3) 制御盤に組み込まれた計器及び計器用切換器によって，商用電源電圧（各相），商用電源周 

   波数，発電機出力電圧（各相），発電機出力周波数，出力電流（各相），直流電圧及び充電器 

   出力電流の測定又は監視が可能とする。 

2.4) 充電器は，制御盤内に取付けが可能な構造とする。 

2.5) ＬＡＮケーブルによって監視制御部と接続が可能とし，監視制御部からの監視及び制御が可 

能とする。 

3) 始動用蓄電池 始動用蓄電池は，始動用蓄電池本体及び始動用蓄電池収納架台で構成し，始 

  動用蓄電池本体は，始動用蓄電池収納架台に収納が可能とする。 

4) 燃料槽 燃料槽は，鋼製架台上に装備し，油量表示及びフロートスイッチなどをもち，架台 

には燃料移送ポンプ及びウイングポンプを取り付け，配管を施す。 

なお，燃料槽を発動発電機架台上に取り付けられる場合は，除く。 

b)  無停電電源部 無停電電源部は，次による。 

1) 垂直自立形とし，保守整備が容易な構造とする。 

2) インバータ盤及び入出力変圧器盤の回路に必要な部品などは，本体内部に収納する。また，

装置の操作監視に必要な表示灯，計器，押ボタンスイッチなどは，盤表面に取り付ける。 

3) インバータ盤及び入出力変圧器盤の入出力端子は，本体内部の前面下部又は上部に，蓄電池

盤は，本体内部の側面部に設ける。 

4) ＬＡＮケーブルによって監視制御部と接続が可能とし，監視制御部からの監視及び制御が可 

能とする。 

c) 監視制御部 監視制御部は，次による。 
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1) 監視制御部 監視地区内に設置された無停電電源部，発動発電機及び既設のＧＳ－Ｃ５３６ 

５８０の監視が可能なシステムとする。 

 なお，監視のシステム構成は，調達要領指定書によって指定する。 

2) ホストコンピュータ 監視地区ごとにホストコンピュータを設置し，各ホストコンピュータ 

には，専用のソフトウェアを導入し，監視地区内に設置した無停電電源部，発動発電機など 

の監視（監視対象装置の動作状況，計測値の表示）及び遠隔制御が可能とする。 

3) モニタ 液晶モニタを使用し，監視地区内に設置した無停電電源部，発動発電機の監視が可 

能とする。 

4) メディアコンバータ 基地間の光回線接続に使用が可能とする。 

5) ケーブル類 装置間は，１ ０００ＢＡＳＥ－Ｔ対応のＬＡＮケーブルを使用し，接続する。 

また，ネットワーク接続装置は，最大１ Ｇｂｐｓ通信が可能とする。 

2.6.2 寸法・質量 

 寸法及び質量は，附属書Ａ～Ｓによるほか，細部は，承認図面による。ただし，最大寸法には，

突起物は含まない。 

2.7 塗装・塗色 

 塗装及び塗色は，次による。 

a) 塗装は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の 2.2及びＧＬＴ－ＣＧ－Ｃ０００００１の 2.3並びに

ＮＤＳ Ｃ ０００２の 3.3.6 による。 

b) 塗色は，ＮＤＳ Ｚ ８２０１に規定する色番号２４０４（灰青緑 ７．５ＢＧ ７／１．５）を

標準とする。ただし，監視制御部は，市販色とし，無停電電源部（単相入力仕様），エンジン及

び消音器は，メーカ標準色とする。 

2.8 機能 

2.8.1 総合機能 

 総合機能は，次によるほか，ＩＴ利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については，Ｇ

ＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００９の2.1.1による。 

a) 発動発電機は，商用電源停電時に自動的に運転を行い，負荷に対し所定の電力を供給する。ま

た，制御盤面及び監視制御部からの手動操作によっても，運転・停止が可能とする。監視制御

部で行う遠方操作に必要とする情報（計測及び監視信号）を，監視制御部に対して送出する機

能をもつ。 

b) 無停電電源部は，附属書Ｈ～Ｏによって指定した交流入力を受電し，高力率コンバータ式の整

流器で直流に変換した後，インバータで交流に逆変換し，連続して附属書Ｈ～Ｏによって指定

した交流電力を出力する。入出力変圧器盤は，交流入力電源及びインバータ盤の出力を受電し，

負荷へ別紙によって指定した出力を供給する。また，交流入力電源が停電した場合には，蓄電

池盤の蓄電池によって，継続してインバータを運転し，連続して交流出力を負荷へ供給する。 

c) 監視制御部は，監視対象装置の動作状況の監視が可能とし，無停電電源部，発動発電機などの

遠隔制御が可能とする。 

2.8.2 各部の機能 

 各部の機能は，次による。 

a) 発動発電機 発動発電機は，次による。 

1) 発動発電機本体 発動発電機本体は，制御盤からの信号によって，エンジンの運転及び停止 

を行い，エンジンで駆動する発電機によって所定の電力を発生する。 

2) 制御盤 制御盤は，次による。 
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2.1) エンジンの始動・停止制御機能をもつ。 

2.2) 発電機の出力電圧制御機能をもつ。 

2.3) 発電機の出力の開閉機能をもつ。 

2.4) 発動発電機の保護，警報及び表示の機能をもつ。 

2.5) 発電機出力の表示（計器表示）機能をもつ。 

2.6) 発動発電機本体の運転状態表示機能をもつ。 

2.7) 補機の運転制御機能（表示機能を含む。）をもつ。 

3) 充電器・始動用蓄電池 充電器・始動用蓄電池は，次による。 

3.1) 充電器 充電器は，交流入力電源を整流し直流制御電源を供給するとともに，始動用蓄電 

池を充電する。ただし，交流入力電源は，ＡＣ２００ Ｖ±１０ ％ ５０ Ｈｚ（４７ Ｈｚ 

～５２ Ｈｚ）とする。 

3.2) 始動用蓄電池 始動用蓄電池は，充電器の動作によって蓄えられた電力を，エンジン始動 

   用電源として供給するほか，制御盤の制御電源として供給する。 

4) 燃料槽 燃料槽は，４９０ Ｌ又は１９０ Ｌとし，発動発電機本体の運転に必要な燃料を貯 

蔵する。また，燃料槽内の燃料レベルが所定の値より低下した場合には，燃料槽架台上に取 

り付けられた燃料移送ポンプによって，既設の外部主燃料槽から燃料の補給が可能とする。 

なお，燃料槽が発動発電機架台上に取り付けられる場合は，この限りではない。 

5) 運転・制御 運転・制御は，次による。 

5.1) 発動発電機の始動 商用電源の異常信号を受信後，確認時限（約１０秒）を経て，発動発 

電機本体を始動させ，発電機電圧確立後，確認時限（約３０秒）を取った後，出力用電磁 

接触器を投入し，インタフェース信号を送出して，電力を負荷に供給する。 

5.2) 発動発電機の停止 商用電源が回復すると商用電源回復信号を受信し，確認時限（約５分） 

を経て出力用電磁継電器を開放し，更に無負荷運転（約１分）の後，発動発電機を停止さ 

せる。 

5.3) 遠方制御 制御盤の“局地－遠方”切換スイッチを“遠方”とすることによって，監視制 

   御部から制御が可能とする。また，監視制御部側で，自動／手動の選択が可能とする。 

5.3.1) 自動 監視制御部側で“自動”とすることによって，発動発電機は，商用電源の異常・ 

    正常状態に応じて，発動発電機の始動・停止及び出力電磁接触器の入・切を自動的に行 

う。 

5.3.2) 手動 監視制御部側で“手動”とすることによって，発動発電機の始動・停止及び出力 

    電磁接触器の入・切が，監視制御部からの操作によって行うことが可能とする。 

5.4) 局地制御 制御盤の“局地－遠方”切換スイッチを“局地”とすることによって，発動発 

電機本体の始動・停止及び出力電磁接触器の入・切が，制御盤からの操作によって行うこ 

とが可能とする。 

5.5) エンジン機側操作 5.3)～5.4)の“局地－遠方”及び“自動－手動”の切換えとは無関係 

   に，エンジン計器盤取付けの始動スイッチ及び停止スイッチを操作することによって，エ 

   ンジンの始動・停止が可能とする。 

6) 燃料移送ポンプの運転・制御 燃料槽取付けのフロートスイッチからの信号による運転及び 

手動操作による運転が可能とする。 

7) 警報及び保護動作 発動発電機の警報及び保護動作は表12のとおりとし，制御盤面に表示す 

る。 
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表12－警報及び保護動作 

番号 項目 表示色 警報装置 保護動作 摘要 

１ 発電機電源 緑 － － 発電機が発電した

時点灯する。 

２ 発電機電力供給 － 発電機電力を供給

した時点灯する。 

３ 潤滑油油圧低下 赤 ブザー 異常時は，

出力を開放

してエンジ

ンを停止す

る。 

異常時，該当の項

目の表示灯が点灯

し，警報ブザーを

発する。また，ブ

ザー警報を解除す

るスイッチをも

つ。 

４ エンジン温度上昇ａ） 

５ 冷却水温度上昇ｂ） 

６ 過速度 

７ 出力電圧異常 

８ 出力過電流 

９ 始動渋滞ｃ） － 

１０ 燃料油油面低下 － 

注ａ） 空冷式エンジンの場合に適用する。 

注ｂ） 水冷式エンジンの場合に適用する。 

注ｃ） ３回始動操作を繰り返しても始動しない時の異常である。 

8) 監視制御部とのインタフェース 監視制御部で行う発動発電機の監視制御のため，発動発電 

機と監視制御部との間で取り合う信号は，表13のとおりとする。 

表13－監視制御部とのインタフェース 

番号 内容 信号種別 信号点数 摘要 

１ 制御 ＬＡＮ ５点以上 発電機運転／停止信号他 

電磁接触器入／切信号 

２ 計測 ＬＡＮ １５点以上 潤滑油温度，圧力他 

発電機出力電圧，電流他 

充電器出力電圧，電流他 

燃料槽油量，室温 

３ 監視 ＬＡＮ １５点以上 発電機運転／停止，故障他 

電磁接触器入／他 

充電器故障 

9) 連続運転時間 発動発電機本体は，潤滑油を補給・交換することなく９６時間以上の連続運 

  転が可能とする。 

b) 無停電電源部（単相入力仕様以外） 無停電電源部（単相入力仕様以外）は，次による。 

1) 交流入力正常時 交流入力正常時は，交流入力を高力率コンバータ式の整流器によって直流 

電力に変換した後，更にインバータによって交流電力に逆変換するとともに，電圧調整及び 

波形成形を行って定周波定電圧の安定した交流電力を負荷に供給する。また，同時に整流器 

は，蓄電池の浮動充電を行う。 

なお，整流器は，交流入力の電圧変動（１７０ Ｖ～２３０ Ｖ），周波数変動（４７．５  

Ｈｚ～５２．５ Ｈｚ）の各範囲内において支障なく運転を行う。 

2) 交流入力異常時 交流入力が停電又は電圧が規定値外に低下した場合，整流器は，停止する 

とともに，インバータは，蓄電池によって負荷に対して無瞬断で電力を供給する。 
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なお，蓄電池は，周囲温度２５ ℃（初期値）の条件において，１０分間（力率０．８）以

上継続して負荷給電が可能な容量をもつ。 

3) 交流入力回復時 停電又は電圧が規定値外に低下した後，交流入力が規定値に回復すると， 

整流器は直ちに始動し，蓄電池の充電を行うとともに，インバータに直流電力を供給し，交 

流入力正常時の機能が戻る。 

4) インバータ故障時 インバータ盤のインバータが，直送電源の位相及び周波数に同期して運 

転している時に重故障が発生した場合は，無瞬断で直送回路に切り換える機能をもつ。また， 

整備などで必要な場合は，手動で直送回路へ切換えが可能とする。 

なお，直送電源に同期する条件は，定格交流入力電圧の±１０ ％以内及び定格入力周波数

の±１ ％以内とする。 

5) 監視及び制御 監視制御部へ伝送し，記録，表示するための計測信号（出力電圧，出力電流， 

出力周波数など）及び監視信号（インバータ運転，インバータ停止，交流入力異常など）の 

インタフェース機能をもつ。 

6) 保護警報 インバータ盤の表示及び警報は，表14とするほか，表示は，発光ダイオード及び 

液晶表示器とし，警報は，ブザーとする。 

なお，表示の文字については，承認図面による。 

表14－保護警報 

番号 項目 表示色 警報装置 摘要 

１ 交流入力 緑 － 正常運転時，該当する発光

ダイオードが点灯する。 ２ 交流出力 

３ 整流器 

４ 同期 

５ インバータ 

６ バイパス入力 

７ 交流入力異常 赤 ブザー 異常時，“警報”発行ダイ

オードが点灯する。 

また，ブザーが警報を発

し，故障内容を液晶表示器

に表示する。 

８ 直流過電圧 

９ 直流不足電圧 

１０ 交流出力電圧異常 

１１ ヒューズ断 

１２ 半導体温度異常 

１３ 蓄電池温度異常 

１４ 盤内温度異常 

１５ 蓄電池電圧低下 

１６ バイパス異常 

c) 無停電電源部（単相入力仕様） 無停電電源部（単相入力仕様）は，次による。 

1) 交流入力正常時 交流入力正常時は，交流入力を高力率コンバータ式の整流器によって直流 

電力に変換した後，更にインバータによって交流電力に逆変換するとともに，電圧調整，波 

形成形を行って，定電圧定周波の安定した交流電力を負荷に供給する。また，整流器は，交 

流入力の電圧変動（８５ Ｖ～１１５ Ｖ），周波数変動（４８．５ Ｈｚ～５１．５ Ｈｚ）の 

各範囲内において支障なく運転を行う。 
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2) 交流入力異常時 交流入力が停電又は電圧が規定値外に低下した場合，整流器は，停止する 

とともに，インバータは，蓄電池によって負荷に対して無瞬断で電力を供給する。 

なお，蓄電池は，周囲温度２５ ℃（初期値）の条件において，１０分間（力率０．８）以

上継続して負荷に給電が可能な容量をもつ。 

3) 交流入力回復時 停電又は電圧が規定値外に低下した後，交流入力が規定値に回復すると， 

整流器は，直ちに始動し，インバータに直流電力を供給し，交流入力正常時の機能に戻る。 

4) インバータ故障時 インバータが，直送電源の位相及び周波数に同期して運転している時に 

表14の８～１２の故障が発生した場合は，無瞬断で直送回路に切り換える機能をもち，整備 

などで必要な場合は，手動で直送回路へ切換えが可能とする。 

なお，直送電源に同期する条件は，定格交流入力電圧の±１５ ％以内及び定格入力周波数

の±３ ％以内とする。 

5) 監視及び制御 監視制御部へ伝送し，記録及び表示するための計測信号（出力電圧，出力電 

流，出力周波数など）及び監視信号（インバータ運転，インバータ停止，交流入力異常など） 

のインタフェース機能をもつ。 

6) 保護警報 インバータ盤の表示及び警報は，表15とするほか，表示は，発光ダイオード及び 

液晶表示器とし，警報は，ブザーとする。 

なお，表示の文字については，承認図面による。 

表15－保護警報 

番号 項目 表示色 警報装置 摘要 

１ 交流入力 緑 － 点灯：入力正常 

点滅：入力異常 

２ 交流出力 点灯：インバータ 

点滅：直送電源 

３ バックアップ ブザー 点灯：蓄電池運転 

４ 故障 赤 ブザー 点灯：装置故障 

d) 監視制御部 監視制御部は，次による。 

1) 監視制御部 監視制御部は，表16に示す監視項目，計測項目及び制御項目を処理することに 

よって，無停電電源部及び発動発電機の運転状態及び故障状態の監視・制御が可能とする。 

なお，無停電電源部及び発動発電機との通信は，全てＬＡＮとする。 

2) 監視制御器 監視制御器は，次による。 

1.1) 無停電電源部及び発動発電機から受信した監視項目及び計測項目を専用プログラムで処

理し，モニタに表示が可能とする。また，モニタは，２７インチ以上の液晶ディスプレ

イとする。 

1.2) 状態・計測値表示 モニタに表示する監視項目及び計測項目は，状態及び計測値が変化

するとリアルタイムにモニタへ反映が可能とする。 

1.3) 障害監視 常時，無停電電源部及び発動発電機の監視項目を監視し，異常が発生した場

合は，その旨を画面表示が可能とする。 

1.4) 無停電電源部蓄電池監視 常時，無停電電源部の蓄電池の状態を監視し，蓄電池の寿命

時間，蓄電池温度及び蓄電池テスト結果の画面表示が可能とする。 

1.5) 運転障害情報表示 障害監視で発生した監視項目の変化情報を保存し，任意に画面表示

が可能とする。 
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1.6) 随時制御 監視制御器から保守者が任意に被監視装置のオン制御及びオフ制御が可能と

する。 

1.7) 回線診断 常時回線状態のチェックを行い，異常が発生した場合は，その旨画面表示が

可能とする。 

2.9 性能 

2.9.1 発動発電機の電気的性能 

 発動発電機の電気的性能は，表17の試験方法によって試験を行い，表18に示す性能を満足する。 

表17－発動発電機の電気的性能に対する試験方法 

番号 項目 試験方法 試験条件 

１ 始動時間 始動操作から出力用電磁接触器投入

までの時間を測定する。 

確認時限を除く。 

２ 電圧変動特性 ＮＤＳ Ｃ ４２０６の7.1による。 － 

３ 波形ひずみ率 ＮＤＳ Ｃ ４２０６の7.2による。 － 

４ 温度上昇 ＮＤＳ Ｃ ４２０６の7.4による。 連続４時間運転後温度計

法又は抵抗法で測定 

５ 電圧調整範囲 ＮＤＳ Ｃ ４２０６の7.5による。 － 

６ 過負荷容量 ＮＤＳ Ｃ ４２０６の7.6による。 － 

７ 速度変動特性 ＮＤＳ Ｃ ４２０６の7.7による。 － 

８ 電圧安定度 ＮＤＳ Ｃ ４２０６の7.8による。 － 

９ 絶縁抵抗 ＮＤＳ Ｃ ４２０６の7.9の(1)によ 

る。 

エンジン電気回路，半導

体部品を使用した回路及

び始動電動機は，除く。 

１０ 耐電圧 ＮＤＳ Ｃ ４２０６の7.9の(2)によ 

る。 

エンジン電気回路，半導

体部品を使用した回路及

び始動電動機を除く。 

１１ 充電器充電整定電圧 充電器出力端に電圧計を接続して測

定する。 

－ 

１２ 過速度耐力 エンジンの回転数を上昇させる。 定格回転数の１１０ ％ 

表18－発動発電機の電気的性能 

番号 項目 性能 

１ 始動時間 始動操作から出力用電磁接触器投入まで４０秒以内 

２ 電圧変動特性 電圧変動率 ４ ％以下 

瞬時電圧変動率 ２０ ％以下 

整定時間 ５秒以下 

３ 波形ひずみ率 １０ ％以下 

４ 温度上昇 電気子巻線 ８５ ℃以下（温度計法） 

界磁巻線 ８５ ℃以下（温度計法） 

軸受 ４０ ℃以下（温度計法） 

５ 電圧調整範囲 ±５ ％以下 

６ 過負荷容量 １１０ ％，１時間 
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表18－発動発電機の電気的性能（続き） 

番号 項目 性能 

７ 速度変動特性 整定速度変動率  ５ ％以下 

瞬時速度変動率  １０ ％以下 

整定時間     ５秒以下 

８ 電圧安定度 １／２負荷及び全負荷における端子電圧変動±１ ％以内 

９ 絶縁抵抗 ３ ＭΩ以上 

１０ 耐電圧 １ ５００ Ｖ，１分間 

１１ 充電器充電整定電

圧 

２６．７ Ｖ～２７．０ Ｖ 

１２ 過速度耐力 １１０ ％，１分間 

2.9.2 無停電電源部（単相入力仕様以外）の電気的性能 

無停電電源部（単相入力仕様以外）の電気的性能は，表19の試験方法によって試験を行い，表20

に示す性能を満足する。 

表19－無停電電源部（単相入力仕様以外）電気的性能に対する試験方法 

番号 項目 試験方法 試験条件 

１ 交流出力電圧調整範囲 電圧設定メニューで設定値を変更 

し，出力電圧を測定する。 

定格交流入力及び定格負 

荷 

２ 交流出力整定時電圧特性 負荷率を０ ％及び１００ ％に変

えて出力電圧を測定する。 

交流入力の電圧，周波数

変動範囲及び負荷変動範

囲 

３ 交流出力瞬時電圧変動特

性（停電及び復電時） 

交流入力を停電又は回復したとき

の電圧変動及び整定時間を測定す

る。 

定格負荷時 

４ 交流出力瞬時電圧変動特

性（負荷急変時） 

負荷を０ ％から１００ ％へ，ま

た，１００ ％から０ ％へ急変さ

せた時の電圧変動及び整定時間を

測定する。 

定格交流入力 

５ 交流出力瞬時電圧変動特

性（切換時） 

直送からインバータに切り換えた

時の電圧変動及び整定時間を測定

する。 

定格交流入力及び定格負

荷時 

６ 交流出力周波数精度 交流入力の電圧，周波数及び負荷

変動範囲において，整定周波数を

測定する。 

内部発振器時 

７ 交流出力過負荷耐力 負荷率１５０ ％で１０秒間運転

する 

定格交流入力 

８ 不平衡負荷時特性 １００ ％不平衡負荷時の出力電

圧不平衡を測定する。 

定格交流入力 

９ 効率 インバータの直流入力～交流出力

間の効率を測定する。 

定格直流入力及び定格負

荷 
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表19－無停電電源部（単相入力仕様以外）電気的性能に対する試験方法（続き） 

番号 項目 試験方法 試験条件 

１０ 温度上昇 温度がほぼ一定になるまで連続

運転をした後，主要機器の温度

上昇を測定する。 

定格交流入力及び定格

負荷運転 

１１ 絶縁抵抗 電気回路と鉄枠間の絶縁抵抗

を，ＤＣ５００ Ｖで測定する。 

ＮＤＳ Ｃ ０００２の

2.3.1 項を適用する。 

１２ 耐電圧 電気回路と鉄枠間に，商用周波

数の交流電圧を１分間印加す

る。 

ＮＤＳ Ｃ ０００２の

2.3.2 を適用する。 

表20－無停電電源部（単相入力仕様以外）の電気的性能 

番号 項目 性能 摘要 

１ 交流出力電圧調整範囲 出力電圧の±５ Ｖの範囲に調整

可能とする。 

－ 

２ 交流出力整定時電圧特性 定格出力電圧の±１ ％以内 － 

３ 交流出力瞬時電圧変動特

性（停電及び復電時） 

瞬時電圧変動 

定格出力電圧の±３ ％以内（停

電及び復電時は，±２ ％以内） 

－ 

４ 交流出力瞬時電圧変動特

性（負荷急変時） 

瞬時電圧変動 

定格出力電圧の±３ ％以内（停

電及び復電時は，±２ ％以内） 

負荷率０ ％から１００  

％へ急変時及び１００ ％

から０ ％へ急変時 

５ 交流出力瞬時電圧変動特

性（切換時） 

直送からインバータへ切

換 

６ 交流出力周波数精度 定格出力周波数の±０．１ ％以内 内部発振器時 

７ 交流出力過負荷耐力 インバータ：１２５ ％（１０分），

１５５ ％（１分） 

バイパス：２００ ％（３０秒），

８００ ％（２サイクル） 

定格入力時 

定格負荷力率時 

８ 不平衡負荷時特性 電圧不平衡率２ ％以内 － 

９ 効率 ９３ ％以上 － 

１０ 温度上昇 リアクトル及び変圧器 

Ａ種 ５０ ℃以下 

Ｂ種 ７０ ℃以下 

Ｈ種 １１５ ℃以下 

ＩＧＢＴ ８０ ℃以下 

サイリスタ ７０ ℃以下 

温度上昇限度は，基準周

温度を４０ ℃とし，温

度計法による。 

１１ 絶縁抵抗 ５ ＭΩ以上 電子機器回路を除く。 

１２ 耐電圧 ＡＣ１ ３００ Ｖ，１分間 電子機器回路を除く。 

2.9.3 無停電電源部（単相入力仕様）の電気的性能 

無停電電源部（単相入力仕様）の電気的性能は，表21の試験方法によって試験を行い，表22に示 

す性能を満足する。 
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表21－無停電電源部（単相入力仕様）電気的性能に対する試験方法 

番号 項目 試験方法 試験条件 

１ 交流出力電圧調整範囲 電圧設定メニューで設定値を変更

し，出力電圧を測定する。 

定格交流入力及び定格

負荷 

２ 交流出力整定時電圧特性 負荷率を０ ％及び１００ ％に変

えて出力電圧を測定する。 

交流入力の電圧，周波

数変動範囲及び負荷変

動範囲 

３ 交流出力瞬時電圧変動特

性（停電及び復電時） 

交流入力を停電又は回復した時の

電圧変動及び整定時間を測定す

る。 

定格負荷時 

４ 交流出力瞬時電圧変動特

性（負荷急変時） 

負荷を２０ ％から１００ ％へ，

また，１００ ％から２０ ％へ急

変させた時の電圧変動及び整定時

間を測定する。 

定格交流入力 

５ 交流出力瞬時電圧変動特

性（切換時） 

直送からインバータに切り換え

た時の電圧変動及び整定時間を

測定する。 

定格交流入力及び定格

負荷時 

６ 交流出力周波数精度 交流入力の電圧，周波数及び負

荷変動範囲において，整定周波

数を測定する。 

内部発振器時 

７ 交流出力過負荷耐力 負荷率１０４ ％で１分間運転す

る。 

定格交流入力 

８ 効率 交流入力～交流出力間の効率を測

定する。 

定格運転時 

９ 絶縁抵抗 電気回路と鉄枠間の絶縁抵抗を，

ＤＣ５００ Ｖで測定する。 

ＮＤＳ Ｃ ０００２の

2.3.1 項を適用する。 

１０ 耐電圧 電気回路と鉄枠間に，商用周波数

の交流電圧を１分間印加する。 

ＮＤＳ Ｃ ０００２の

2.3.2 を適用する。 

表22－無停電電源部（単相入力仕様）の電気的性能 

番号 項目 性能 摘要 

１ 交流出力電圧調整範囲 出力電圧の± ２．５ Ｖの範囲に

調整可能とする。 

－ 

２ 交流出力整定時電圧特性 定格出力電圧の± ５ ％以内 － 

３ 交流出力瞬時電圧変動特

性（停電及び復電時） 

瞬時電圧変動 

定格出力電圧の± ５ ％以内 

－ 

４ 交流出力瞬時電圧変動特

性（負荷急変時） 

負荷率２０ ％から１０

０ ％へ急変時及び負荷

率１００ ％から２０％

へ急変時 

５ 交流出力瞬時電圧変動特

性（切換時） 

瞬時電圧変動 

定格出力電圧の± ５ ％以内 

直送からインバータへ切

り替え時 
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表22－無停電電源部（単相入力仕様）の電気的性能（続き） 

番号 項目 性能 摘要 

６ 交流出力周波数精度 定格出力周波数の±０．５ ％以

内 

内部発振器時 

７ 交流出力過負荷耐力 １０４ ％以上 定格入力時 

定格負荷力率時 

８ 効率 ８５ ％以上 － 

９ 温度上昇 リアクトル及び変圧器 

Ａ種  ５０ ℃以下 

Ｂ種  ７０ ℃以下 

Ｈ種 １３０ ℃以下 

ＩＧＢＴ ８０ ℃以下 

温度上昇限度は，基準周

温度を４０ ℃とし，温

度計法による。 

１０ 絶縁抵抗 １０ ＭΩ以上 避雷器を除く。 

１１ 耐電圧 ＡＣ８００ Ｖ，１分間 避雷器を除く。 

2.9.4 監視制御部の電気的性能 

 監視制御部の表示性能は，表23の試験方法によって試験を行い，表24に示す性能を満足する。 

表23－監視制御部の表示性能に対する試験方法 

番号 項目 試験方法 

１ 交流電圧 

 

 

図1－試験回路 

試験回路は，図1とし，測定器の値と監視制御器の表示値を比較する。 

なお，交流電圧，交流電流及び交流電力については，使用するＰＴ，

ＣＴによって測定器の値を換算し，監視制御器の表示値と比較する。 

２ 交流電流 

３ 交流電力 

４ 周波数 

５ 力率 

６ 直流電圧 

 

 

 

 

 

図2－試験回路 

試験回路は，図2とし，測定器の値と監視制御部の表示値を比較する。 

なお，直流電流については，測定器の値を換算した値と表示値とを比

較する。 

監視制御器 基準周波数発生器 

交流電圧電流発生器 

測定器（電圧・電流・電力周波数・力率） 

遠隔監視制御装置 

監視制御器 

遠隔監視制御装置 直流電圧発生器 

測定器（電圧） 
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表23－監視制御部の表示性能に対する試験方法（続き） 

番号 項目 試験方法 

７ 潤滑油温度  

 

 

 

 

 

 

 

図3－試験回路 

試験回路は，図3とし，測定器の電流値を温度に換算した値と監視制御 

器の表示値とを比較する。 

８ 冷却水温度 

表24－監視制御部の表示性能 

番号 項目 性能ａ） 

１ 交流電圧 ±５ ％ＦＳ以内 

２ 交流電流 ±５ ％ＦＳ以内 

３ 直流電圧 ±５ ％ＦＳ以内 

４ 直流電流 ±５ ％ＦＳ以内 

５ 交流電力 ±５ ％ＦＳ以内 

６ 周波数 ±２．５ Ｈｚ以内 

７ 力率 ±１０ ％以内 

８ 潤滑油温度 ±５ ％ＦＳ以内 

９ 冷却水温度 ±５ ％ＦＳ以内 

１０ 室内温度 ±５ ％ＦＳ以内 

１１ 潤滑油圧力 ±５ ％ＦＳ以内 

１２ 回転数 ±５ ％ＦＳ以内 

１３ 油量 ±５ ％ＦＳ以内 

注ａ） ＦＳは，フルスケール（最大計測値）を示す。 

2.10 製品の表示 

 製品の表示は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の2.3及びＧＬＴ－ＣＧ－Ｃ０００００１の2.5並

びにＮＤＳ Ｃ ０００２の2.1.13による。ただし，細部は，承認図面による。 

2.11 品質管理 

品質管理は，次による。 

a) ＤＳＰ Ｚ ９００８によるものとし，要求事項は，ＤＳＰ Ｚ ９００８の表1のcによる。ただ

し，市販品を除く。 

b) ＩＴ利用装備品等のサプライチェーン・リスク対応については，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００

９の2.1.2による。 

 

3 品質保証 

3.1 試験方法 

監視制御器 

遠隔監視 

制御装置 

 

直流電流 

発生器 

測定器 

（電流） 
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3.1.1 電気的性能に対する試験方法 

 電気的性能に対する試験方法は，表17，表19及び表21とし，標準試験条件は，次による。 

a) 周囲温度 ５ ℃～３５ ℃ 

b) 相対湿度 ３５ ％～８５ ％ 

c) 気圧   常気圧 

d) 交流入力電源 交流入力電源は,次による｡ 

1) 電圧  定格±１０ ％ 

2) 周波数 定格±５ ％ 

3.1.2 監視制御部に対する試験方法  

 監視制御部に対する試験方法は，表23とし，標準試験条件は，次による。 

a) 周囲温度 １０ ℃～３０ ℃ 

b) 相対湿度 ３５ ％～８０ ％ 

c) 電源電圧 定格±１０ ％ 

d) 周波数  定格±５ ％ 

3.1.3 燃料消費量に対する試験方法 

 定格回転速度，定格負荷及び定格力率において運転中に一定量の燃料を消費する時間をストップ

ウォッチで測定し，１時間における消費量に換算する。 

3.2 試験の省略 

 試験の省略は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｃ０００００１の箇条3による。 

3.3 監督・検査 

 監督及び検査は，契約担当官等が定める監督・検査実施要領による。 

 

4 出荷条件 

4.1 包装 

 包装は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。 

4.2 包装の表示 

包装の表示は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の4.2.3によるほか，個装及び内装の表示は，調達

要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。 

 

5 その他の指示 

5.1 附属品 

 附属品は表25による。 

表25－附属品 

番号 品名 数量ａ） 摘要 

１ 発動発電機用附属品 － － 

１.１ アンカーボルト １セット － 

１.２ 蓄電池保守工具 １セット 収納箱付 

１.３ 消音器 １ 出口から１ ｍの距離において，１００  

ｄＢ（Ａ）以下 

１.４ 排気可とう管 １セット － 

１.５ 燃料可とう管 １セット － 



- 18 - 

表25－附属品（続き） 

番号 品名 数量ａ） 摘要 

１.６ 保守用工具 １セット エンジンに適合するもの。 

１.７ 収納箱 １ － 

２ 無停電電源部用附属品 － － 

２.１ アンカーボルト １セット － 

２.２ 蓄電池保守工具ａ） １セット 収納箱付 

２.３ 予備品箱ｂ） １ － 

３ 取扱説明書ｃ） １ a) ＧＬＴ－ＣＧ－Ｃ０００００１の 

5.1 b)による。 

b) 日本語版とする。 

４ 整備資料ｃ） １ a) ＧＬＴ－ＣＧ－Ｃ０００００１の 

5.2 a)による。 

b) 取扱説明書と合冊してもよい。 

５ 部品表ｃ） １ ＧＬＴ－ＣＧ－Ｃ０００００１の 5.3 b)

とし，取扱説明書と合冊してもよい。た

だし，対象品目がない場合は，省略す

る。 

６ 試験成績書 １ ＧＬＴ－ＣＧ－Ｃ０００００１の箇条 7

による。 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

注ｂ） 単相入力仕様の場合は，数量「０」とする。 

注ｃ） 構成品ごとに分冊してもよい。 

5.2 予備品 

 発動発電機の予備品は，表26，無停電電源部（単相入力仕様以外）の予備品は，表27による。 

表26－発動発電機の予備品 

番号 品名 数量ａ） 

１ 燃料フィルタ 装着数 

２ 潤滑油フィルタ 

３ ヒューズ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

表27－無停電電源部（単相入力仕様以外）の予備品 

品名 数量ａ） 

ヒューズ 装着数 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

5.3 承認用図面 

 契約の相手方は，2.6，2.8.2 b)6)，2.8.2 c)6)及び2.10について，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｃ０００００

１の箇条4によって，承認用図面３部を契約担当官等に提出し，承認を受ける。 

 なお，提出する場合は，官側の事前指示を受ける。 

5.4 提出資料 

提出資料は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｃ０００００１の箇条6とし，資料の種類は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｃ００
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０００１の表2番号1 a）～1 f)及び1 g) 2)とする。ただし，契約の相手方は，当該装置の納入実績が

あり，内容に変更がない場合は，省略する。 

なお，数量は，電子化したデータ（ＰＤＦ形式）を１部（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）とする。提出

先は，陸上自衛隊補給統制本部通信電子部とし，提出時期は，納期までとする。 

5.5 知的財産権に関する注意 

知的財産権に関する注意は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.1 a)～c)及びj)による。また，契

約の相手方が，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.1 a)に定める必要な措置を講じなかったことによ

って官側が損害を受けた場合には，官側は，契約の相手方に対してその損害につき賠償を請求する。 

5.6 官側の資料使用に関する注意 

 官側の資料使用に関する注意は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.2による。 

5.7 据付・調整 

 据付け及び調整は，次による。 

a) 据付け及び調整が必要な場合は，調達要領指定書によって指定する。 

b) 契約の相手方は，部隊と調整又は調査のうえ，工程表を含む機器据付け要領を記載した“据付け

及び調整に関わる実施計画書”を作成して，調達要求元の確認を受け，契約担当官等に提出す

る。 

5.8 官側の支援 

 契約の相手側は，据付け及び調整において官側の支援が必要な場合は，次の事項について支援を

受けてもよい。 

a) 官側の保有する連接器材の運用など 

b) 現地における電力及び水の無償使用 

c) 据付け及び調整に必要な関連機器などの保管 

d) その他官側が必要と認めた事項 

5.9 情報の保全 

 情報の保全は，次による。 

a) 契約の相手方は，この契約の履行によって直接又は間接を問わず知り得た事項の管理に万全を期

するとともに，それらの外部への利用，公表などを官側の許可なく行ってはならない。 

b) 契約の相手方は，この契約の履行に当たり，納入先部隊等の立入り制限区域において作業（輸送 

その他当該装置の内容を知り得ないと契約の相手方が認める役務を除く。）を実施する必要があ 

る場合には，あらかじめ，立入申請手続きについて，施設を管理する部隊と行わなければならな 

い。 

5.10 立入禁止場所への立入 

立入禁止場所への立入りなどは，次による。 

a) 契約の相手方は，立入禁止区域へ立ち入る必要が生じた場合は，“秘密保全に関する訓令”に基

づき許可を受けなければならない。 

b) 立入禁止場所への立入の申請を行うに当たっては，秘密保全に対する意識が十分にかん養さ

れている，立入にふさわしい人物をもって充てなければならない。 

c) 立入禁止場所の入退室及び作業に当たっては，官側の立会者の統制に従わなければならな

い。 

5.11 仕様書に関する疑義 

 この仕様書に関する疑義は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の8.3による。  
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表16－監視項目，計測項目及び制御項目 

内容 主な項目 被監視装置 

無停電電源部 

（単相入力仕様以外） 

無停電電源部 

（単相入力仕様） 

発動発電機 

監視 交流入力異常 ○ ○ － 

バイパス異常 ○ ○ － 

インバータ運転 ○ ○ － 

発動発電機運転 － － ○ 

発動発電機停止 － － ○ 

バイパス運転 ○ ○ － 

バッテリ運転 ○ ○ － 

バッテリ寿命 ○ ○ － 

バッテリ電圧低下 ○ ○ － 

過負荷 ○ ○ － 

重故障 ○ ○ ○ 

軽故障 ○ ○ ○ 

電磁接触器 商用側 － － ○ 

電磁接触器 発電機側 － － ○ 

計測 電圧 ○ ○ ○ 

電流 ○ ○ ○ 

電力 ○ ○ ○ 

周波数 ○ ○ ○ 

力率 － － ○ 

負荷率 ○ ○ － 

充電電圧 ○ ○ ○ 

周囲温度 － ○ ○ 

バッテリ温度 ○ ○ － 

潤滑油温度 － － ○ 

潤滑油圧力 － － ○ 

冷却水温度 － － ○ａ） 

エンジン回転数 － － ○ 

燃料槽油量 － － ○ 

制御 バッテリ残寿命時間 〇 ○ － 

バッテリチェック ○ ○ － 

UPS停止 ○ｂ） ○ － 

UPS起動 ○ｂ） ○ － 

発動発電機運転 － － ○ 

発動発電機停止 － － ○ 

電磁接触器 商用側 － － ○ 

電磁接触器 発電機側 － － ○ 
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表16－監視項目，計測項目及び制御項目（続き） 

内容 主な項目 被監視装置 

無停電電源部 

（単相入力仕様以外） 

無停電電源部 

（単相入力仕様） 

発動発電機 

制御 電磁接触器 発電機側 － － ○ 

注ａ） エンジンが水冷式の場合に適用する。 

注ｂ） バイパス給電による負荷への電源供給は継続してもよい。 

 

 

  



- 22 - 

附属書Ａ 

（規定） 

発動発電機ＧＧＮ－２０３ 
 

A.1 適用範囲 

この附属書は，発動発電機ＧＧＮ－２０３の仕様について規定する。 

 

A.2 構成 

構成は，表A.1による。 

表A.1－構成 

番号 品名 数量ａ） 

１ 発動発電機ＧＧＮ－２０３本体 １ 

２ 制御盤 １ 

３ 始動用蓄電池 １ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

A.3 寸法・質量 

寸法・質量は，表A.2による。ただし，最大寸法は，突起物を含まない。 

表A.2－寸法・質量 

番号 品名 最大寸法ａ） 

ｍｍ 

最大質量ａ） 

kg 

摘要 

幅 高さ 奥行 

１ 発動発電機ＧＧＮ

－２０３本体 

3 200 1 600 1 800 3 000 乾燥質量 

２ 制御盤 1 510 1 970 910 650 － 

３ 始動用蓄電池 900 600 600 250 架台を含む。 

注ａ） 規定の寸法・質量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

A.4 諸元 

諸元は表 A.3 による。 

表A.3－諸元 

番号 品名 項目 諸元 

１ エンジン 型式 ４サイクルディーゼル 

２ 出力 ２０２ ｋＷ以上 

３ 回転数 １ ５００ ｒｐｍ 

４ 始動方法 電気式 

５ 冷却方法 ラジエータ水冷 

６ 使用燃料 軽油（ＪＩＳ Ｋ ２２０４ ２号／

特３号） 

７ 発電機 型式 開放保護形三相同期発電機 
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表A.3－諸元（続き） 

番号 品名 項目 諸元 

８ 発電機 出力容量 ２００ ｋＶＡ 

９ 相数 三相４線 

１０ 周波数 ５０ Ｈｚ 

１１ 電圧（線間／相） ２００／１１５ Ｖ 

１２ 力率 ０．８（遅れ） 

１３ 極数 ４ 

１４ 回転数 １ ５００ ｒｐｍ 

１５ 絶縁種別 Ｆ種以上 

１６ 励磁方式 ブラシレス 

１７ 冷却方式 自己通風 

１８ 交流入力電源 電圧 ＡＣ２００ Ｖ±１０ ％ 

１９ 周波数 ４７ Ｈｚ～５２ Ｈｚ 

２０ 相数 三相 

２１ 始動用蓄電池 型式 ＭＳＥ－２００－１２ 
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附属書Ｂ 

（規定） 

発動発電機ＧＧＮ－１５５ 
 

B.1 適用範囲 

この附属書は，発動発電機ＧＧＮ－１５５の仕様について規定する。 

 

B.2 構成 

構成は，表B.1による。 

表B.1－構成 

番号 品名 数量ａ） 

１ 発動発電機ＧＧＮ－１５５本体 １ 

２ 制御盤 １ 

３ 始動用蓄電池 １ 

４ 燃料槽 １ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

B.3 寸法・質量 

寸法・質量は，表B.2による。ただし，最大寸法は，突起物を含まない。 

表B.2－寸法・質量 

番号 品名 最大寸法ａ） 

ｍｍ 

最大質量ａ） 

ｋｇ 

摘要 

幅 高さ 奥行 

１ 発動発電機ＧＧ

Ｎ－１５５本体 

3 100 1 600 1 800 2 700 乾燥質量 

２ 制御盤 1 210 1 970 610 500 － 

３ 始動用蓄電池 900 600 600 250 架台を含む。 

４ 燃料槽 900 2 200 800 200 乾燥質量 

注ａ） 規定の寸法・質量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

B.4 諸元 

諸元は表B.3による。 

表B.3－諸元 

番号 品名 項目 諸元 

１ エンジン 型式 ４サイクルディーゼル 

２ 出力 １５５ ｋＷ以上 

３ 回転数 １ ５００ ｒｐｍ 

４ 始動方法 電気式 

５ 冷却方法 ラジエータ水冷 

６ 使用燃料 軽油（ＪＩＳ Ｋ ２２０４ ２号／

特３号） 
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表B.3－諸元（続き） 

番号 品名 項目 諸元 

７ 発電機 型式 開放保護形三相同期発電機 

８ 出力容量 １５０ ｋＶＡ 

９ 相数 三相４線 

１０ 周波数 ５０ Ｈｚ 

１１ 電圧（線間／相） ２００／１１５ Ｖ 

１２ 力率 ０．８（遅れ） 

１３ 極数 ４ 

１４ 回転数 １ ５００ ｒｐｍ 

１５ 絶縁種別 Ｆ種以上 

１６ 励磁方式 ブラシレス 

１７ 冷却方式 自己通風 

１８ 交流入力電源 電圧 ＡＣ２００ Ｖ±１０ ％ 

１９ 周波数 ４７ Ｈｚ～５２ Ｈｚ 

２０ 相数 三相 

２１ 始動用蓄電池 型式 ＭＳＥ－２００－１２ 

２２ 燃料槽 タンク容量 １９０ Ｌ 
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附属書Ｃ 

（規定） 

発動発電機ＧＧＮ－１０２ 
 

C.1 適用範囲 

この附属書は，発動発電機ＧＧＮ－１０２の仕様について規定する。 

 

C.2 構成 

構成は，表C.1による。 

表C.1－構成 

番号 品名 数量ａ） 

１ 発動発電機ＧＧＮ－１０２本体 １ 

２ 制御盤 １ 

３ 始動用蓄電池 １ 

４ 燃料槽 １ 

５ 燃料移送ポンプ箱 １ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

C.3 寸法・質量 

寸法・質量は，表C.2による。ただし，最大寸法は，突起物を含まない。 

表C.2－寸法・質量 

番号 品名 最大寸法ａ） 

ｍｍ 

最大質量ａ） 

ｋｇ 

摘要 

幅 高さ 奥行 

１ 発動発電機ＧＧＮ－

１０２本体 

2 700 1 700 1 300 2 000 乾燥質量 

２ 制御盤 1 210 1 970 610 500 － 

３ 始動用蓄電池 900 600 600 250 架台を含む。 

４ 燃料槽 900 2 200 800 200 乾燥質量 

５ 燃料移送ポンプ箱 800 500 600 50 － 

注ａ） 規定の寸法・質量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

C.4 諸元 

諸元は，表C.3による。 

表C.3－諸元 

番号 品名 項目 諸元 

１ エンジン 型式 ４サイクルディーゼル 

２ 出力 １０４ ｋＷ以上 

３ 回転数 １ ５００ ｒｐｍ 

４ 始動方法 電気式 

５ 冷却方法 ラジエータ水冷 
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表C.3－諸元（続き） 

番号 品名 項目 諸元 

６ エンジン 使用燃料 軽油（ＪＩＳ Ｋ ２２０４ ２号／

特３号） 

７ 発電機 型式 開放保護形三相同期発電機 

８ 出力容量 １００ ｋＶＡ 

９ 相数 三相４線 

１０ 周波数 ５０ Ｈｚ 

１１ 電圧（線間／相） ２００／１１５ Ｖ 

１２ 力率 ０．８（遅れ） 

１３ 極数 ４ 

１４ 回転数 １ ５００ ｒｐｍ 

１５ 絶縁種別 Ｆ種以上 

１６ 励磁方式 ブラシレス 

１７ 冷却方式 自己通風 

１８ 交流入力電源 電圧 ＡＣ２００ Ｖ±１０ ％ 

１９ 周波数 ４７ Ｈｚ～５２ Ｈｚ 

２０ 相数 三相 

２１ 始動用蓄電池 型式 ＭＳＥ－２００－１２ 

２２ 燃料槽 タンク容量 １９０ Ｌ 

２３ 燃料移送ポン

プ箱 

構造 屋外仕様 
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附属書Ｄ 

（規定） 

発動発電機ＧＧＮ－１４ 
 

D.1 適用範囲 

この附属書は，発動発電機ＧＧＮ－１４の仕様について規定する。 

 

D.2 構成 

構成は，表D.1による。 

表D.1－構成 

番号 品名 数量ａ） 

１ 発動発電機ＧＧＮ－１４本体 １ 

２ 制御盤 １ 

３ 始動用蓄電池 １ 

４ 燃料槽 １ 

５ 警報盤 １ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

D.3 寸法・質量 

寸法・質量は，表D.2による。ただし，最大寸法は，突起物を含まない。 

表 D.2－寸法・質量 

番号 品名 最大寸法ａ） 

ｍｍ 

最大質量ａ） 

ｋｇ 

摘要 

幅 高さ 奥行 

１ 発動発電機ＧＧＮ－

１４本体 

1 500 1 700 1 200 1 700 乾燥質量 

２ 制御盤 900 600 500 200 発動発電機

本体に搭載 

３ 始動用蓄電池 900 600 600 250 架台を含む。 

４ 燃料槽 900 2 200 800 200 乾燥質量 

５ 警報盤 250 300 200 10 － 

注ａ） 規定の寸法・質量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

D.4 諸元 

諸元は，表D.3による。 

表D.3－諸元 

番号 品名 項目 諸元 

１ エンジン 型式 ４サイクルディーゼル 

２ 出力 １５ ｋＷ以上 

３ 回転数 １ ５００ ｒｐｍ 

４ 始動方法 電気式 
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表D.3－諸元（続き） 

番号 品名 項目 諸元 

５ エンジン 冷却方法 空冷 

６ 使用燃料 軽油（ＪＩＳ Ｋ ２２０４ ２号／特

３号） 

７ 発電機 型式 開放保護形単相同期発電機 

８ 出力容量 １２．５ ｋＶＡ 

９ 相数 単相２線 

１０ 周波数 ５０ Ｈｚ 

１１ 電圧 １００ Ｖ 

１２ 力率 ０．８（遅れ） 

１３ 極数 ４ 

１４ 回転数 １ ５００ ｒｐｍ 

１５ 絶縁種別 Ｆ種以上 

１６ 励磁方式 ブラシレス 

１７ 冷却方式 自己通風 

１８ 交流入力電源 電圧 ＡＣ１００ Ｖ±１０ ％ 

１９ 周波数 ４７ Ｈｚ～５２ Ｈｚ 

２０ 相数 単相 

２１ 始動用蓄電池 型式 ＭＳＥ－１５０－１２ 

２２ 燃料槽 タンク容量 １９０ Ｌ 
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附属書Ｅ 

（規定） 

発動発電機ＧＧＮ－５３ 
 

E.1 適用範囲 

この附属書は，発動発電機ＧＧＮ－５３の仕様について規定する。 

 

E.2 構成 

構成は，表E.1による。 

表E.1－構成 

番号 品名 数量ａ） 

１ 発動発電機ＧＧＮ－５３本体 １ 

２ 制御盤 １ 

３ 始動用蓄電池 １ 

４ 燃料槽 １ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

E.3 寸法・質量 

寸法・質量は，表E.2による。ただし，最大寸法は，突起物を含まない。 

表 E.2－寸法・質量 

番号 品名 最大寸法ａ） 

ｍｍ 

最大質量ａ） 

ｋｇ 

摘要 

幅 高さ 奥行 

１ 発動発電機ＧＧＮ－

５３本体 

2 700 1 700 1 200 2 000 乾燥質量 

２ 制御盤 1 010 1 970 610 310 － 

３ 始動用蓄電池 900 600 600 250 架台を含む。 

４ 燃料槽 1 100 2 300 1 000 300 乾燥質量 

注ａ） 規定の寸法・質量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

E.4 諸元 

諸元は，表E.3による。 

表E.3－諸元 

番号 品名 項目 諸元 

１ エンジン 型式 ４サイクルディーゼル 

２ 出力 ６３ ｋＷ以上 

３ 回転数 １ ５００ ｒｐｍ 

４ 始動方法 電気式 

５ 冷却方法 空冷 

６ 使用燃料 軽油（ＪＩＳ Ｋ ２２０４ ２号／特

３号） 
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表E.3－諸元（続き） 

番号 品名 項目 諸元 

７ 発電機 型式 開放保護形三相同期発電機 

８ 出力容量 ５０ ｋＶＡ 

９ 相数 三相４線 

１０ 周波数 ５０ Ｈｚ 

１１ 電圧（線間／相） ２００／１１５ Ｖ 

１２ 力率 ０．８（遅れ） 

１３ 極数 ４ 

１４ 回転数 １ ５００ ｒｐｍ 

１５ 絶縁種別 Ｆ種以上 

１６ 励磁方式 ブラシレス 

１７ 冷却方式 自己通風 

１８ 交流入力電源 電圧 ＡＣ２００ Ｖ±１０ ％ 

１９ 周波数 ４７ Ｈｚ～５２ Ｈｚ 

２０ 相数 三相 

２１ 始動用蓄電池 型式 ＭＳＥ－２００－１２ 

２２ 燃料槽 タンク容量 ４９０ Ｌ 
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附属書Ｆ 

（規定） 

発動発電機ＧＧＮ－１５６ 
 

F.1 適用範囲 

この附属書は，発動発電機ＧＧＮ－１５６の仕様について規定する。 

 

F.2 構成 

構成は，表F.1による。 

表F.1－構成 

番号 品名 数量ａ） 

１ 発動発電機ＧＧＮ－１５６本体 １ 

２ 制御盤 １ 

３ 始動用蓄電池 １ 

４ 燃料槽 １ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

F.3 寸法・質量 

寸法・質量は，表F.2による。ただし，最大寸法は，突起物を含まない。 

表F.2－寸法・質量 

番号 品名 最大寸法ａ） 

ｍｍ 

最大質量ａ） 

ｋｇ 

摘要 

幅 高さ 奥行 

１ 発動発電機ＧＧＮ－

１５６本体 

3 100 1 600 1 800 2 700 乾燥質量 

２ 制御盤 1 210 1 970 6 10 500 － 

３ 始動用蓄電池 900 600 600 250 架台を含む。 

４ 燃料槽 1 100 2 300 1 000 300 乾燥質量 

注ａ） 規定の寸法・質量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

F.4 諸元 

諸元は，表F.3による。 

表F.3－諸元 

番号 品名 項目 諸元 

１ エンジン 型式 ４サイクルディーゼル 

２ 出力 １５５ ｋＷ以上 

３ 回転数 １ ５００ ｒｐｍ 

４ 始動方法 電気式 

５ 冷却方法 ラジエータ水冷 

６ 使用燃料 軽油（ＪＩＳ Ｋ ２２０４ ２号／特

３号） 
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表F.3－諸元（続き） 

番号 品名 項目 諸元 

７ 発電機 型式 開放保護形三相同期発電機 

８ 出力容量 １５０ ｋＶＡ 

９ 相数 三相４線 

１０ 周波数 ５０ Ｈｚ 

１１ 電圧（線間／相） ２００／１１５ Ｖ 

１２ 力率 ０．８（遅れ） 

１３ 極数 ４ 

１４ 回転数 １ ５００ ｒｐｍ 

１５ 絶縁種別 Ｆ種以上 

１６ 励磁方式 ブラシレス 

１７ 冷却方式 自己通風 

１８ 交流入力電源 電圧 ＡＣ２００ Ｖ±１０ ％ 

１９ 周波数 ４７ Ｈｚ～５２ Ｈｚ 

２０ 相数 三相 

２１ 始動用蓄電池 型式 ＭＳＥ－２００－１２ 

２２ 燃料槽 タンク容量 ４９０ Ｌ 
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附属書Ｇ 

（規定） 

発動発電機ＧＧＮ－２０４ 
 

G.1 適用範囲 

この附属書は，発動発電機ＧＧＮ－２０４の仕様について規定する。 

 

G.2 構成 

構成は，表G.1による。 

表G.1－構成 

番号 品名 数量ａ） 

１ 発動発電機ＧＧＮ－２０４本体 １ 

２ 制御盤 １ 

３ 始動用蓄電池 １ 

４ 燃料槽 １ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

G.3 寸法・質量 

寸法・質量は，表G.2による。ただし，最大寸法は，突起物を含まない。 

表G.2－寸法・質量 

番号 品名 最大寸法ａ） 

ｍｍ 

最大質量ａ） 

ｋｇ 

摘要 

幅 高さ 奥行 

１ 発動発電機ＧＧＮ－

２０４本体 

3 200 1 600 1 800 3 000 乾燥質量 

２ 制御盤 1 510 1 970 910 650 － 

３ 始動用蓄電池 900 600 600 250 架台を含む。 

４ 燃料槽 1 100 2 300 1 000 300 乾燥質量 

注ａ） 規定の寸法・質量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

G.4 諸元 

諸元は，表G.3による。 

表G.3－諸元 

番号 品名 項目 諸元 

１ エンジン 型式 ４サイクルディーゼル 

２ 出力 ２０２ ｋＷ以上 

３ 回転数 １ ５００ ｒｐｍ 

４ 始動方法 電気式 

５ 冷却方法 ラジエータ水冷 

６ 使用燃料 
軽油（ＪＩＳ Ｋ ２２０４ ２号／

特３号） 
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表G.3－諸元（続き） 

番号 品名 項目 諸元 

７ 発電機 型式 開放保護形三相同期発電機 

８ 出力容量 ２００ ｋＶＡ 

９ 相数 三相４線 

１０ 周波数 ５０ Ｈｚ 

１１ 電圧（線間／相） ２００／１１５ Ｖ 

１２ 力率 ０．８（遅れ） 

１３ 極数 ４ 

１４ 回転数 １ ５００ ｒｐｍ 

１５ 絶縁種別 Ｆ種以上 

１６ 励磁方式 ブラシレス 

１７ 冷却方式 自己通風 

１８ 交流入力電源 電圧 ＡＣ ２００ Ｖ±１０ ％ 

１９ 周波数 ４７ Ｈｚ～５２ Ｈｚ 

２０ 相数 三相 

２１ 始動用蓄電池 型式 ＭＳＥ－２００－１２ 

２２ 燃料槽 タンク容量 ４９０ Ｌ 
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附属書Ｈ 

（規定） 

無停電電源部ＧＧＭ－１１０ 
 

H.1 適用範囲 

この附属書は，無停電電源部ＧＧＭ－１１０の仕様について規定する。 

 

H.2 構成 

構成は，表H.1による。 

表H.1－構成 

番号 品名 数量ａ） 

１ 無停電電源部ＧＧＭ－１１０ － 

１．１ インバータ盤 １ 

１．２ 蓄電池盤 １ 

１．３ 入出力変圧器盤 １ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

H.3 寸法・質量 

寸法・質量は，表H.2による。なお，最大寸法は，突起物を含まない。 

表H.2－寸法・質量 

番号 品名 最大寸法ａ） 

ｍｍ 

最大質量ａ） 

ｋｇ 

幅 高さ 奥行 

１ インバータ盤 810 1 960 710 570 

２ 蓄電池盤 2 210 1 960 810 3 800 

３ 入出力変圧器盤 1 010 1 960 810 1 200 

注ａ） 規定の寸法・質量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定す 

る。 

 

H.4 諸元 

諸元は，表H.3による。 

表H.3－諸元 

番号 品名 項目 諸元 

１ インバータ盤 定格出力容量 １００ ｋＶＡ 

２ 交流入力 定格電圧 ２００ Ｖ 

３ 定格周波数 ５０ Ｈｚ 

４ 相数 三相３線 

５ 交流出力 定格電圧 ２００ Ｖ 

６ 定格周波数 ５０ Ｈｚ 

７ 定格負荷力率 ０．９（遅れ） 

８ 相数 三相３線 
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表H.3－諸元（続き） 

番号 品名 項目 諸元 

９ 蓄電池盤 停電保持時間 １０分（周囲温度＋２５ ℃、保

守率０．８、負荷力率０．８時） 

１０ 蓄電池種類 制御弁式据置鉛蓄電池 

１１ 入出力変圧器盤 交流入力 定格電圧 ２００ Ｖ 

１２ 交流入力 相数 三相３線 

１３ 交流出力１ 定格電圧 １００ Ｖ 

１４ 相数 三相３線 

１５ 分岐 ５００ ＡＴ×１分岐 

１６ 交流出力２ 定格電圧 １１５／２００ Ｖ 

１７ 相数 三相４線 

１８ 分岐 ７５ ＡＴ×１分岐 
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附属書Ｉ 

（規定） 

無停電電源部ＧＧＭ－５５ 
 

I.1 適用範囲 

この附属書は，無停電電源部ＧＧＭ－５５の仕様について規定する。 

 

I.2 構成 

構成は，表I.1による。 

表I.1－構成 

番号 品名 数量ａ） 

１ 無停電電源部ＧＧＭ－５５ － 

１．１ インバータ盤 １ 

１．２ 蓄電池盤 １ 

１．３ 入出力変圧器盤 １ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

I.3 寸法・質量 

寸法・質量は，表I.2による。なお，最大寸法は，突起物を含まない。 

表I.2－寸法・質量 

番号 品名 最大寸法ａ） 

ｍｍ 

最大質量ａ） 

ｋｇ 

幅 高さ 奥行 

１ インバータ盤 610 1 790 710 350 

２ 蓄電池盤 1 610 1 790 910 2 150 

３ 入出力変圧器盤 810 1 790 710 1 050 

注ａ） 規定の寸法・質量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定す 

る。 

 

I.4 諸元 

諸元は，表I.3による。 

表I.3－諸元 

番号 品名 項目 諸元 

１ インバータ盤 定格出力容量 ５０ ｋＶＡ 

２ 交流入力 定格電圧 ２００ Ｖ 

３ 定格周波数 ５０ Ｈｚ 

４ 相数 三相３線 

５ 交流出力 定格電圧 ２００ Ｖ 

６ 定格周波数 ５０ Ｈｚ 

７ 定格負荷力率 ０．９（遅れ） 

８ 相数 三相３線 
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表I.3－諸元（続き） 

番号 品名 項目 諸元 

９ 
蓄電池盤 停電保持時間 １０分（周囲温度＋２５ ℃，保守

率０．８，負荷力率０．８時） 

１０ 蓄電池種類 制御弁式据置鉛蓄電池 

１１ 入出力変圧器盤 交流入力 定格電圧 ２００ Ｖ 

１２ 相数 三相３線 

１３ 交流出力１ 定格電圧 １００ Ｖ 

１４ 相数 三相３線 

１５ 分岐 ２５０ ＡＴ×１分岐 

１６ 交流出力２ 定格電圧 １１５／２００ Ｖ 

１７ 相数 三相４線 

１８ 分岐 ４０ ＡＴ×１分岐 
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附属書Ｊ 

（規定） 

無停電電源部ＧＧＭ－１９ 
 

J.1 適用範囲 

この附属書は，無停電電源部ＧＧＭ－１９の仕様について規定する。 

 

J.2 構成 

構成は，表J.1による。 

表J.1－構成 

番号 品名 数量ａ） 

１ 無停電電源部ＧＧＭ－１９ － 

１．１ インバータ盤 １ 

１．２ 蓄電池盤 １ 

１．３ 入出力変圧器盤 １ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

J.3 寸法・質量 

寸法・質量は，表J.2による。なお，最大寸法は，突起物を含まない。 

表J.2－寸法・質量 

番号 品名 最大寸法ａ） 

ｍｍ 

最大質量ａ） 

ｋｇ 

幅 高さ 奥行 

１ インバータ盤 510 1 500 660 270 

２ 蓄電池盤 1 210 1 790 710 1 250 

３ 入出力変圧器盤 710 1 790 710 800 

注ａ） 規定の寸法・質量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定す 

る。 

 

J.4 諸元 

諸元は，表J.3による。 

表 J.3－諸元 

番号 品名 項目 諸元 

１ インバータ盤 定格出力容量 １８．７５ ｋＶＡ 

２ 交流入力 定格電圧 ２００ Ｖ 

３ 定格周波数 ５０ Ｈｚ 

４ 相数 三相３線 

５ 交流出力 定格電圧 ２００ Ｖ 

６ 定格周波数 ５０ Ｈｚ 

７ 定格負荷力率 ０．９（遅れ） 

８ 相数 三相３線 
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表J.3－諸元（続き） 

番号 品名 項目 諸元 

９ 蓄電池盤 停電保持時間 １０分（周囲温度＋２５ ℃，保守

率０．８，負荷力率０．８時） 

１０ 蓄電池種類 制御弁式据置鉛蓄電池 

１１ 入出力変圧器盤 交流入力 定格電圧 ２００ Ｖ 

１２ 相数 三相３線 

１３ 交流出力１

ａ） 

定格電圧 １００ Ｖ 

１４ 相数 単相２線 

１５ 分岐 ３０ ＡＴ×１分岐 

１６ 交流出力２

ａ） 

定格電圧 １００ Ｖ 

１７ 相数 単相２線 

１８ 分岐 ３０ ＡＴ×１分岐 

１９ 交流出力３

ａ） 

定格電圧 １００ Ｖ 

２０ 相数 単相２線 

２１ 分岐 ３０ ＡＴ×１分岐 

２２ 交流出力４

ａ） 

定格電圧 １００ Ｖ 

２３ 相数 単相２線 

２４ 分岐 ３０ ＡＴ×１分岐 

注ａ） 交流出力の種類は，交流出力１～４とし，調達要領指定書によって指定する。 
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附属書Ｋ 

（規定） 

無停電電源部ＧＧＭ－１２ 
 

K.1 適用範囲 

この附属書は，無停電電源部ＧＧＭ－１２の仕様について規定する。 

 

K.2 構成 

構成は，表K.1による。 

表K.1－構成 

番号 品名 数量ａ） 

１ 無停電電源部ＧＧＭ－１２ － 

１．１ インバータ盤 １ 

１．２ 蓄電池盤 １ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

K.3 寸法・質量 

寸法・質量は，表K.2による。なお，最大寸法は，突起物を含まない。 

表K.2－寸法・質量 

番号 品名 最大寸法ａ） 

ｍｍ 

最大質量ａ） 

ｋｇ 

幅 高さ 奥行 

１ インバータ盤 550 950 820 260 

２ 蓄電池盤 450 1 000 900 500 

注ａ） 規定の寸法・質量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

K.4 諸元 

諸元は，表K.3による。 

表K.3－諸元 

番号 品名 項目 諸元 

１ インバータ盤 定格出力容量 １０ ｋＶＡ 

２ 交流入力 定格電圧 １００ Ｖ又は，２００ Ｖ 

３ 定格周波数 ５０ Ｈｚ 

４ 相数 単相２線 

５ 交流出力 定格電圧 １００／２００ Ｖ 

６ 定格周波数 ５０ Ｈｚ 

７ 定格負荷力率 ０．９（遅れ） 

８ 相数 単相３線 

９ 
蓄電池盤 停電保持時間 １０分（周囲温度＋２５ ℃，保守率

１．０，負荷力率０．８時） 

１０ 蓄電池盤 蓄電池種類 小形制御弁式鉛蓄電池 
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附属書Ｌ 

（規定） 

無停電電源部ＧＧＭ－３５ 
 

L.1 適用範囲 

この附属書は，無停電電源部ＧＧＭ－３５の仕様について規定する。 

 

L.2 構成 

構成は，表L.1による。 

表L.1－構成 

番号 品名 数量ａ） 

１ 無停電電源部ＧＧＭ－３５ － 

１．１ インバータ盤 １ 

１．２ 蓄電池盤 １ 

１．３ 入出力変圧器盤 １ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

L.3 寸法・質量 

寸法・質量は，表L.2による。なお，最大寸法は，突起物を含まない。 

表L.2－寸法・質量 

番号 品名 最大寸法ａ） 

ｍｍ 

最大質量ａ） 

ｋｇ 

幅 高さ 奥行 

１ インバータ盤 610 1 790 710 335 

２ 蓄電池盤 2 410 1 790 710 2 150 

３ 入出力変圧器盤 510 1 790 710 200 

注ａ） 規定の寸法・質量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定す 

る。 

 

L.4 諸元 

諸元は，表L.3による。 

表L.3－諸元 

番号 品名 項目 諸元 

１ インバータ盤 定格出力容量 ３０ ｋＶＡ 

２ 交流入力 定格電圧 ２００ Ｖ 

３ 定格周波数 ５０ Ｈｚ 

４ 相数 三相３線 

５ 交流出力 定格電圧 ２００ Ｖ 

６ 定格周波数 ５０ Ｈｚ 

７ 定格負荷力率 ０．９（遅れ） 

８ 相数 三相３線 
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表L.3－諸元（続き） 

番号 品名 項目 諸元 

９ 蓄電池盤 停電保持時間 １０分（周囲温度＋２５ ℃，保守

率０．８，負荷力率０．８時） 

１０ 蓄電池種類 制御弁式据置鉛蓄電池 

１１ 入出力変圧器盤 交流入力 定格電圧 ２００ Ｖ 

１２ 相数 三相３線 

１３ 交流出力１ 定格電圧 ２００ Ｖ 

１４ 相数 三相３線 

１５ 分岐 ５０ ＡＴ×１分岐 

１６ 交流出力２ 定格電圧 ２００ Ｖ 

１７ 相数 三相３線 

１８ 分岐 ２００ ＡＴ×１分岐 
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附属書Ｍ 

（規定） 

無停電電源部ＧＧＭ－３６ 
 

M.1 適用範囲 

この附属書は，無停電電源部ＧＧＭ－３６の仕様について規定する。 

 

M.2 構成 

構成は，表M.1による。 

表M.1－構成 

番号 構成品名 数量ａ） 

１ 無停電電源部ＧＧＭ－３６ － 

１．１ インバータ盤 １ 

１．２ 蓄電池盤 １ 

１．３ 入出力変圧器盤 １ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

M.3 寸法・質量 

寸法・質量は，表M.2による。なお，最大寸法は，突起物を含まない。 

表M.2－寸法・質量 

番号 品名 最大寸法ａ） 

ｍｍ 

最大質量ａ） 

ｋｇ 

幅 高さ 奥行 

１ インバータ盤 610 1 790 710 335 

２ 蓄電池盤 2 410 1 790 710 2 150 

３ 入出力変圧器盤 810 1 790 710 1 050 

注ａ） 規定の寸法・質量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定す 

る。 

 

M.4 諸元 

諸元は，表M.3による。 

表M.3－諸元 

番号 品名 項目 諸元 

１ インバータ盤 定格出力容量 ３０ ｋＶＡ 

２ 交流入力 定格電圧 ２００ Ｖ 

３ 定格周波数 ５０ Ｈｚ 

４ 相数 三相３線 

５ 交流出力 定格電圧 ２００ Ｖ 

６ 定格周波数 ５０ Ｈｚ 

７ 定格負荷力率 ０．９（遅れ） 

８ 相数 三相３線 
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表M.3－諸元（続き） 

番号 品名 項目 諸元 

９ 蓄電池盤 停電保持時間 １０分（周囲温度＋２５ ℃，保守

率０．８，負荷力率０．８時） 

１０ 蓄電池種類 制御弁式据置鉛蓄電池 

１１ 入出力変圧器盤 交流入力 定格電圧 ２００ Ｖ 

１２ 相数 三相３線 

１３ 交流出力１ 定格電圧 １００ Ｖ 

１４ 相数 単相２線 

１５ 分岐 ３０ ＡＴ×１分岐 

１６ 交流出力２ 定格電圧 １００／２００ Ｖ 

１７ 相数 単相３線 

１８ 分岐 ７５ ＡＴ×１分岐 

１５０ ＡＴ×１分岐 
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附属書Ｎ 

（規定） 

無停電電源部ＧＧＭ－１３ 
 

N.1 適用範囲 

この附属書は，無停電電源部ＧＧＭ－１３の仕様について規定する。 

 

N.2 構成 

構成は，表N.1による。 

表N.1－構成 

番号 品名 数量ａ） 

１ 無停電電源部ＧＧＭ－１３ － 

１．１ インバータ盤（蓄電池搭載） １ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

N.3 寸法・質量 

寸法・質量は，表N.2による。なお，最大寸法は，突起物を含まない。 

表N.2－寸法・質量 

品名 最大寸法ａ） 

ｍｍ 

最大質量ａ） 

ｋｇ 

幅 高さ 奥行 

インバータ盤（蓄電池搭載） 550 950 820 370 

注ａ） 規定の寸法・質量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

N.4 諸元 

諸元は，表N.3による。 

表N.3－諸元 

番号 品名 項目 諸元 

１ インバータ盤 

（蓄電池搭載） 

定格出力容量 １０ ｋＶＡ 

２ 交流入力 定格電圧 ２００ Ｖ 

３ 定格周波数 ５０ Ｈｚ 

４ 相数 単相２線 

５ 交流出力 定格電圧 １００／２００ Ｖ 

６ 定格周波数 ５０ Ｈｚ 

７ 定格負荷力率 ０．９（遅れ） 

８ 相数 単相３線 

９ 蓄電池停電保持時間 １０分（周囲温度＋２５ ℃，保守

率１．０，負荷力率０．８時） 

１０ 蓄電池種類 小形制御弁式鉛蓄電池 
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附属書Ｏ 

（規定） 

無停電電源部ＧＧＭ－１４ 
 

O.1 適用範囲 

この附属書は，無停電電源部ＧＧＭ－１４の仕様について規定する。 

 

O.2 構成 

構成は，表O.1による。 

表O.1－構成 

番号 品名 数量ａ） 

１ 無停電電源部ＧＧＭ－１４ － 

１．１ インバータ盤 １ 

１．２ 蓄電池盤 １ 

１．３ 入出力盤 １ 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

O.3 寸法・質量 

寸法・質量は，表O.2による。なお，最大寸法は，突起物を含まない。 

表O.2－寸法・質量 

番号 品名 最大寸法ａ） 

ｍｍ 

最大質量ａ） 

ｋｇ 

幅 高さ 奥行 

１ インバータ盤 510 1 210 660 220 

２ 蓄電池盤 910 1 790 710 750 

３ 入出力盤 510 1 790 710 200 

注ａ） 規定の寸法・質量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定 

する。 

 

O.4 諸元 

諸元は，表O.3による。 

表O.3－諸元 

番号 品名 項目 諸元 

１ インバータ盤 定格出力容量 １２．５ ｋＶＡ 

２ 交流入力 定格電圧 ２００ Ｖ 

３ 定格周波数 ５０ Ｈｚ 

４ 相数 三相３線 

５ 交流出力 定格電圧 ２００ Ｖ 

６ 定格周波数 ５０ Ｈｚ 

７ 定格負荷力率 ０．９（遅れ） 

８ 相数 三相３線 
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表O.3－諸元（続き） 

番号 品名 項目 諸元 

９ 蓄電池盤 停電保持時間 １０分（周囲温度＋２５ ℃，保

守率０．８，負荷力率０．８時） 

１０ 蓄電池種類 制御弁式据置鉛蓄電池 

１１ 入出力盤 交流入力 定格電圧 ２００ Ｖ 

１２ 相数 三相３線 

１３ 交流出力 定格電圧 ２００ Ｖ 

１４ 相数 三相３線 

１５ 分岐 ３２ ＡＴ×１分岐 
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附属書Ｐ 

（規定） 

監視制御部ＧＣ－１２６ 
 

P.1 適用範囲 

この附属書は，監視制御部ＧＣ－１２６の仕様について規定する。 

 

P.2 構成 

構成は，表 P.1 による。 

表P.1－構成 

番号 品名 数量 摘要 

１ 監視制御部ＧＣ－１２６ － － 

１．１ ホストコンピュータ １ － 

１．２ モニタ １ － 

１．３ パソコンデスク １ － 

１．４ メディアコンバータ １セット － 

１．５ ネットワーク機器 １セット ネットワークケーブルを含む。 

１．６ 無停電電源装置 １ １ ｋＶＡ，リチウムイオン二次電池内蔵 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

P.3 寸法・質量 

寸法・質量は，表P.2による。なお，最大寸法は，突起物を含まない。 

表P.2－寸法・質量 

番号 品名 最大寸法ａ） 

ｍｍ 

最大質量ａ） 

ｋｇ 

幅 高さ 奥行 

１ ホストコンピュータ 450 180 450 20 

２ モニタ 650 650 250 10 

３ パソコンデスク 1 200 1 450 800 20 

４ メディアコンバータ 100 50 100 1 

５ ネットワーク機器 300 55 250 10 

６ 無停電電源装置 200 445 450 20 

注ａ） 規定の寸法・質量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

P.4 機能 

P.4.1 ホストコンピュータ 

 ホストコンピュータは，次による。 

a) 附属書Ａ，Ｂ，Ｈ，Ｉで規定する，発動発電機及び無停電電源部を監視対象とする。 

b) 既設のＧＳ－Ｃ５３６５８０においても監視対象とし，ホストコンピュータから他の監視対象 

装置と同様に監視・制御が可能とする。 
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P.4.2 ネットワーク機器 

 ネットワーク機器は，次による。 

a) 監視制御部用にネットワーク接続機器を設置する。 

b) 監視対象装置接続のための専用のネットワークケーブルを敷設する。 

P.4.3 無停電電源装置 

ホストコンピュータ，モニタ及びネットワーク機器の電源バックアップ用として，無停電電源装

置を設置する。ただし，この無停電電源装置は，監視対象装置には，含めない。 
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附属書Ｑ 

（規定） 

監視制御部ＧＣ－１２７ 
 

Q.1 適用範囲 

この附属書は，監視制御部ＧＣ－１２７の仕様について規定する。 

 

Q.2 構成 

構成は，表Q.1による。 

表Q.1－構成 

番号 品名 数量ａ） 摘要 

１ 監視制御部ＧＣ－１２７ － － 

１．１ ホストコンピュータ １ － 

１．２ モニタ １ － 

１．３ パソコンラック １ － 

１．４ メディアコンバータ １セット － 

１．５ ネットワーク機器 １セット ネットワークケーブルを含む。 

１．６ 無停電電源装置 １ １ ｋＶＡ，リチウムイオン二次電池内蔵 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

Q.3 寸法・質量 

寸法・質量は，表 P.2 による。なお，最大寸法は，突起物を含まない。 

表Q.2－寸法・質量 

番号 品名 最大寸法ａ） 

ｍｍ 

最大質量ａ） 

ｋｇ 

幅 高さ 奥行 

１ ホストコンピュータ 450 180 450 20 

２ モニタ 650 650 250 10 

３ パソコンデスク 1 200 1 450 800 20 

４ メディアコンバータ 100 50 100 1 

５ ネットワーク機器 300 55 250 10 

６ 無停電電源装置 200 445 450 20 

注ａ） 規定の寸法・質量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

Q.4 機能 

Q.4.1 ホストコンピュータ 

 ホストコンピュータは，次による。 

a) 附属書Ｃ，Ｊで規定する，発動発電機及び無停電電源部を監視対象とする。 

b) ホストコンピュータから監視・制御が可能とする。 

Q.4.2 ネットワーク機器 

 ネットワーク機器は，次による。 
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a) 監視制御部用にネットワーク接続機器を設置する。 

b) 監視対象装置接続のための専用のネットワークケーブルを敷設する。 

Q.4.3 無停電電源装置 

 ホストコンピュータ，モニタ及びネットワーク機器の電源バックアップ用として，無停電電源装 

置を設置する。ただし，この無停電電源装置は，監視対象装置には含めない。 
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附属書Ｒ 

（規定） 

監視制御部ＧＣ－１２８ 
 

R.1 適用範囲 

この附属書は，監視制御部ＧＣ－１２８の仕様について規定する。 

 

R.2 構成 

構成は，表R.1による。 

表R.1－構成 

番号 品名 数量ａ） 摘要 

１ 監視制御部ＧＣ－１２８ － － 

１．１ ホストコンピュータ １ － 

１．２ モニタ １ － 

１．３ パソコンラック １ － 

１．４ ネットワーク機器 １セット ネットワークケーブルを含む。 

１．５ 無停電電源装置 １ １ ｋＶＡ，リチウムイオン二次電池内蔵 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

R.3 寸法・質量 

寸法・質量は，表R.2による。なお，最大寸法は，突起物を含まない。 

表R.2－寸法・質量 

番号 品名 最大寸法ａ） 

ｍｍ 

最大質量ａ） 

ｋｇ 

幅 高さ 奥行 

１ ホストコンピュータ 450 180 450 20 

２ モニタ 650 650 250 10 

３ パソコンデスク 1 200 1 450 800 20 

４ ネットワーク機器 300 55 250 10 

５ 無停電電源装置 200 445 450 20 

注ａ） 規定の寸法・質量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

R.4 機能 

R.4.1 ホストコンピュータ 

 ホストコンピュータは，次による。 

a) 附属書Ｆで規定する，発動発電機を監視対象とする。 

b) 既設の無停電電源装置（川北通信所）においても監視対象とし，ホストコンピュータから他の 

監視対象装置と同様に監視・制御が可能とする。 

c) 既設の受配電設備（川北地区）においても監視対象とし，ホストコンピュータから他の監視対 

象装置と同様に監視・制御が可能とする。 

d) 受配電設備（川北地区）の監視項目は，表R.3による。 



- 55 - 

表R.3－監視項目 

番号 装置名 監視項目（状態情報） 監視項目（計測値情報） 

１ 高圧受電盤 遮断機 入り／切り 電流 

２ 遠方制御／局地制御 電圧 

３ 周波数 

４ 電力 

５ 低圧動力盤１ 切替器 商用側／発発側 

遠方制御／局地制御 

電流 

６ 電圧 

７ 電力 

８ 低圧動力盤２ 切替器 １系側／２系側 

遠方制御／局地制御 

電流 

９ 電圧 

１０ 電力 

e) 制御項目は，表R.4による。 

表R.4－制御項目 

番号 装置名 制御項目 

１ 高圧受電盤 遮断機 入り 

２ 遮断機 切り 

３ 低圧動力盤１ 切替器 商用側 

４ 切替器 発発側 

５ 低圧動力盤２ 切替器 １系側 

６ 切替器 ２系側 

f) 既設の受配電設備（川北地区）の電力量を計測し，表示が可能とする。 

R.4.2 ネットワーク機器 

 ネットワーク機器は，次による。 

a) 監視制御部用にネットワーク接続機器を設置する。 

b) 監視対象装置接続のための専用のネットワークケーブルを敷設する。 

R.4.3 無停電電源装置 

ホストコンピュータ，モニタ及びネットワーク機器の電源バックアップ用として，無停電電源装

置を設置する。ただし，この無停電電源装置は，監視対象装置には含めない。 
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附属書Ｓ 

（規定） 

監視制御部ＧＣ－１２９ 
 

S.1 適用範囲 

この附属書は，監視制御部ＧＣ－１２９の仕様について規定する。 

 

S.2 構成 

構成は，表S.1による。 

表S.1－構成 

番号 品名 数量ａ） 摘要 

１ 監視制御部ＧＣ－１２９ － － 

１．１ ホストコンピュータ １ － 

１．２ モニタ １ － 

１．３ パソコンラック １ － 

１．４ メディアコンバータ １セット － 

１．５ ネットワーク機器 １セット ネットワークケーブルを含む。 

１．６ 無停電電源装置 １ １ ｋＶＡ，リチウムイオン二次電池内蔵 

注ａ） 規定の数量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

S.3 寸法・質量 

寸法・質量は，表S.2による。なお，最大寸法は，突起物を含まない。 

表S.2－寸法・質量 

番号 品名 最大寸法ａ） 

ｍｍ 

最大質量ａ） 

ｋｇ 

幅 高さ 奥行 

１ ホストコンピュータ 450 180 450 20 

２ モニタ 650 650 250 10 

３ パソコンデスク 1 200 1 450 800 20 

４ ネットワーク機器 300 55 250 10 

５ 無停電電源装置 200 445 450 20 

注ａ） 規定の寸法・質量を変更する場合は，調達要領指定書によって指定する。 

 

S.4 機能 

S.4.1 ホストコンピュータ 

 ホストコンピュータは，次による。 

a) 附属書Ｅ～附属書Ｇ及び附属書Ｋ～附属書Ｏで規定する，発動発電機及び無停電電源部を監視 

対象とする。ただし，附属書Ｋは，羅臼用だけを監視対象とし，標津分室用は，除く。 

b) 既設の無停電電源装置（川北通信所）においても監視対象とし，ホストコンピュータから他の 

監視対象装置と同様に監視・制御が可能とする。
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c) 既設の受配電設備（川北地区）においても監視対象とし，ホストコンピュータから他の監視対 

象装置と同様に監視・制御が可能とする。 

d) 受配電設備（川北地区）の監視項目は，表 S.3 による。 

表S.3－監視項目 

番号 装置名 監視項目（状態情報） 監視項目（計測値情報） 

１ 高圧受電盤 遮断機 入り／切り 電流 

２ 遠方制御／局地制御 電圧 

３ 周波数 

４ 電力 

５ 低圧動力盤１ 切替器 商用側／発発側 

遠方制御／局地制御 

電流 

６ 電圧 

７ 電力 

８ 低圧動力盤２ 切替器 １系側／２系側 

遠方制御／局地制御 

電流 

９ 電圧 

１０ 電力 

e) 制御項目は，表S.4による。 

表S.4－制御項目 

番号 装置名 制御項目 

１ 高圧受電盤 遮断機 入り 

２ 遮断機 切り 

３ 低圧動力盤１ 切替器 商用側 

４ 切替器 発発側 

５ 低圧動力盤２ 切替器 １系側 

６ 切替器 ２系側 

f) 既設の受配電設備（川北地区）の電力量を計測し，表示が可能とする。 

S.4.2 ネットワーク機器 

 ネットワーク機器は，次による。 

a) 監視制御部用にネットワーク接続機器を設置する。 

b) 監視対象装置接続のための専用のネットワークケーブルを敷設する。 

c) 附属書Ｅ、Ｋ、Ｌで規定する，羅臼地区用発動発電機及び無停電電源部の監視には、既設の専 

用回線を使用して通信を行う。 

S.4.3 無停電電源装置 

ホストコンピュータ，モニタ及びネットワーク機器の電源バックアップ用として，無停電電源装

置を設置する。ただし，この無停電電源装置は，監視対象装置には含めない。 

 

 

 

 

 

 



調達要領指定書

発 簡 番 号 R05169

調 達 要 求 番 号 3MCS2A05000

調 達 要 求 年 月 日 令和 6年 3月 5日

作 成 部 課 装計部通信電子課

作 成 年 月 日 令和 6年 3月 4日

ロ
ロロ

カ́
ri 無停電電源装置 GGM-36

仕 様 書 番 号 GS― C536666

指 定 事 項

1 1.3 種類

表 1-種類は、下表のとおりとする。

種類 （Ж
）

2 2.1 -般的要求事項

サプライチエーンリスクに関する事項については要求 しない。

3 2.4 構成

表 9-構成は、下表のとおりとする。

番号 品名 数量 適用

発動発電機GGN-204 0

９
“ 無停電電源部GGM-36 附属書M
ｎ
０ 無停電電源部GGM-13 0

4 無停電電源部GGM-14 0

ｒЭ 監視制御部GC-129 0

4 2.8 機能

総合機能は次のとおりとする。

無停電電源部は,附属書H～ Oに よつて指定した交流入力を受電し,高力率コンバータ式の整流

器で直流に変換した後,イ ンバータで交流に逆変換し,連続して附属書H～ Oに よつて指定した交

流電力を出力する。入出力変圧器盤は,交流入力電源及びインバータ盤の出力を受電し,負荷へ附

属書Mに よつて指定した出力を供給する。また,交流入力電源が停電した場合には,蓄電池盤の蓄

電池によって,継続 してインバータを運転し,連続 して交流出力を負荷へ供給する。

5 5。 7 据付・調整

据付け及び調整を実施する。

種類「8」 の据付・調整要領は次のとおりとする。

配 線

配線の種別及び新設 。既設使用の内容は下表のとおりとする。

番 号 装置名 接続先 種 別 新規 。既設

無停電電源部



2」

表 (続き)

番号 装置名 接続先 種別 新規・既設

1. 1 蓄電池盤 インバータ盤 出力線 新規

1. 2 蓄電池盤 インバータ盤 信号線 新規

1.  3 蓄電池盤 インバータ盤 接地線 新規

1. 4 入出力盤 インバータ盤 入出力線 新規

1.  5 入出力盤 インバータ盤 接地線 新規

1. 6 入出力盤 接  地 接地線 新規

1. 7 入出力盤 受変電設備 入出力線 既設

1.  8 インバータ盤 ネットワーク機器 通信線 新規

1. 9 入出力盤

(GGM-36)
M2盤

入出力線 新規

6そ の他

納入及び据付場所は北海道標津郡標津町南 2条西 5丁 目3番 1号 とし細部は属紙 1～ 4の とおり
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属紙 3

駐 (屯 )分

地   名
標津分 屯地 図 面 #20通 信局舎 lF分電盤設置図 建物番号 20

結   尺 作成年月日 図面番号

及び番号1:200

分電盤
(仮設レーダー

)

K― i3

J6trE

:【 ●ヽ■ r23Fg

ク,'‐電:‐肇 ……………………

P-12

K-ll

K― 12

設置器材場所M2盤
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駐 1屯 ヽ 分

地    名

標 津 分 屯 地 図  面 #20通 信 局舎 M-2 建 物 番号 20
縮   尺 作 成 年 月 日 図面番号

及 び番号1:200

M-2

一 次
次 倒受輩室低店動 力盤 よ り

CVCF装 置 3Φ 3W200V
225 :25A
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Φ3W i00 200V
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3 0kVAの UPSを設置
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